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第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
七
節

tま

二

条

例

項

機
能
割
引
条
項
及
び
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
パ
ッ
ト
マ
ン
法
四
条

二

条

的

項

二

条

例

項

二
条

ω例
項

改

E
の
目
的

〈
以
上
、
本
号
)

じ

め

本
論
文
は
、
マ
[
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
段
で
あ
る
機
能
割
引
を
、
独
占
禁
止
政

で
あ
る
。

策
に
お
け
る
対
価
差
別
規
制
の
視
点
か
ら
解
明
し
、
政
策
提
言
を
目
指
す
も
の

ま
ず
第
一
章
で
、
問
題
点
の
総
括
的
提
起
を
行
う
。
次
い
で
第
二
章
で
、
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
一
九
一
一
一
六
年
改
正
前
の
旧
ク
レ
イ
ト
ン
法
二
条
時
代
の
対
価

差
別
規
制
を
分
析
す
る
。
第
三
章
で
は
、
一
九
三
六
年
の
改
正
経
緯
を
分
析
し

て
改
正
法
を
概
観
し
、
問
題
点
の
指
摘
を
行
う
。
そ
し
て
第
四
章
以
下
で
改
正

法
の
具
体
的
ケ

l
ス
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
総
括
に
立
っ
て
、
政
策
提
言
を
目

指
す
も
の
と
す
る
。

第
一
章

問
題
の
設
定
と
分
析
視
角

本
章
で
は
ま
ず
、
本
論
文
で
と
り
あ
げ
る
機
能
割
引
の
検
討
に
と
の
よ
う
な

意
義
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
為
、
日
本
の
流
通
機
構
の
現
状
と
諸
問
題
の

中
で
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、
機
能
割
引
問
題
の
諸
類
型
と

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
提
示
し
、
関
連
す
る
独
占
禁
止
法
上
の
解
釈
論
上
の
問

題
点
を
一
般
的
に
検
討
し
て
お
く
。
ま
た
、
機
能
割
引
に
関
す
る
法
四
時
論
の
検

討
に
は
、
差
別
の
発
生
要
因
、
そ
の
経
済
的
意
味
に
関
す
る
経
済
理
論
の
検
討

が
必
要
で
あ
り
、
具
体
的
な
法
運
用
の
検
討
に
入
る
前
に
、
価
格
差
別
に
関
す

る
経
済
理
論
を
検
討
し
、
後
に
述
べ
る
政
策
選
択
の
意
味
す
る
も
の
を
明
ら
か

に
す
る
。
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第
一
節

日
本
の
流
通
機
構
の
現
状
と
諸
問
題

日
本
の
流
通
機
構
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
三
つ
の
問
題
点
が

あ
る
。第
)
に
、
流
通
機
構
の
効
率
化
促
進
の
課
題
が
あ
る
。
第
二
次
大
戦
直
後
の

一
九
六
O
年

流
通
機
橘
の
状
況
は
、
長
く
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

頃
に
は
、
そ
れ
が
物
価
上
昇
の
原
因
で
は
な
い
か
、
製
品
販
路
に
過
度
に
労
働

カ
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
度
成
長
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
る
も
の
で
は
な

(
1
)
 

い
か
、
と
い
う
角
度
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
現
在
で
も
、
こ
れ
は
重
要
な
課
題

で
あ
ろ
う
。

機能割引に関する対価差別上の諸問題(1)

第
二
に
、
流
通
系
列
化
の
問
題
が
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
は
、
大
衆
消
費
社

会
の
発
展
が
見
ら
れ
、
家
庭
電
棒
、
自
動
車
と
い
っ
た
消
費
財
部
門
で
、
大
規

模
メ
ー
カ
ー
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
製
品
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
流
通
業
者
か

ら
で
は
十
分
な
十

l
ピ
ス
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
、
叉
、
大
規
模
メ
ー
カ
ー
側

の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
依
存
傾
向
の
高
ま
り
な
ど
か
ら
、
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
流
通

機
構
へ
の
介
入
が
見
ら
れ
た
。
所
調
、
流
通
系
列
化
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
ま
ず
価
格
面
で
の
再
販
売
価
格

維
持
を
問
題
視
し
、
更
に
流
通
系
列
化
全
般
に
つ
い
て
も
、
実
態
調
査
を
進
め

た
。
そ
の
上
で
、
寡
占
メ
ー
カ
ー
の
市
場
支
配
力
形
成
の
側
面
を
捉
え
て
流
通

(
Z
)
 

系
列
化
規
制
を
進
め
る
立
場
の
独
占
禁
止
法
研
究
会
報
告
が
登
場
し
て
い
る
。

第
三
に
、
大
型
信
問
題
が
あ
る
。
ス
ー
パ
ー
と
通
称
さ
れ
て
い
る
大
規
模
小

売
庖
は
、
当
初
、
高
度
成
長
を
背
宗
に
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
パ
イ
プ
を

短
く
す
る
こ
と
に
よ
る
流
通
経
費
の
削
減
と
、
大
円
単
仕
入
れ
に
よ
る
コ
ス
ト

ダ
ウ
ン
を
図
る
と
い
う
仕
入
れ
段
階
に
お
け
る
規
模
の
経
済
性
、
及
び
売
場
面

積
拡
大
に
基
づ
く
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
顧
客
吸
引
力
に
よ
り
、

成
長
し
た
。
以
後
、
資
本
自
由
化
の
実
施
に
及
び
、
合
併
・
業
務
提
携
が
為
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
低
成
長
時
代
に
は
、
消
費
支
出
の
低

迷
と
、
消
費
者
の
個
性
化
へ
の
対
応
に
、
迫
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
中
で
、
(
3
)
 

新
規
大
型
広
舗
の
地
方
進
出
、
業
務
提
携
、
資
本
提
携
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
地
方
進
出
に
対
し
て
は
、
地
方
百
貨
ι

広
、
中
小
小
売
商
保
護
の

視
点
か
ら
、
大
型
小
売
活
舗
の
新
規
参
入
に
対
し
売
場
面
積
規
制
の
形
で
規
制

を
加
え
る
大
規
模
広
舗
小
売
法
が
存
在
す
る
。

独
占
禁
止
法
の
視
点
か
ら
は
、
ま
ず
大
型
応
間
の
合
併
が
問
題
と
な
り
、
公

正
取
引
委
員
会
は
昭
和
五
六
年
七
月
に
「
小
売
業
に
お
け
る
合
併
等
の
審
査
に

(
4
}
 

関
す
る
考
え
方
」
を
作
成
し
公
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
百
貨
広
や
大
型
量
販
広

に
よ
る
納
入
業
者
に
対
す
る
優
越
的
地
位
を
利
用
し
た
押
し
込
み
販
売
も
問
題

(
5
)
 

と
さ
れ
、
現
在
、
審
判
で
係
争
中
の
三
越
事
件
が
存
在
す
る
。

大
型
庖
に
は
、
こ
の
ス
ー
パ
ー
以
外
に
、
家
電
専
門
応
、
眼
鏡
専
門
底
な
ど

の
専
門
広
部
門
で
、
量
販
庖
、
チ
ェ
ー
ン
広
が
存
在
し
、
発
展
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
大
型
庖
は
、
購
買
力
の
穏
用
と
い
っ
た
側
面
か
ら
も
、
昨
今
、
問
題
が
指

北法33(2・95)393
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(
6
)
 

摘
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
独
占
禁
止
法
上
の
対
価
差

別
規
制
の
問
題
と
も
な
る
要
素
を
、
は
ら
ん
で
い
る
。

メ
ー
カ
ー
に
よ
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
価
格
政
策
に
は
、
顧
客
の
流
通
段
階

の
位
置
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
機
能
割
引
、
顧
客
の
取
扱
い
数
量
の
差
異
に
基

づ
く
数
量
割
引
な
ど
が
存
在
す
る
。
大
型
小
売
庖
は
、
自
ら
卸
機
能
を
果
た
す

こ
と
で
卸
割
引
を
獲
得
し
、
叉
、
数
量
割
引
で
も
大
幅
割
引
を
獲
得
し
得
る
。

こ
れ
が
大
型
小
売
広
と
中
小
小
売
商
と
の
悶
の
競
争
に
、
競
争
政
策
上
好
ま
し

く
な
い
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で

あ
る
。以
上
、
日
本
の
流
通
機
構
が
底
面
し
て
い
る
問
題
点
は
、
第
一
に
流
通
効
率

の
向
上
、
第
二
に
流
通
系
列
化
、
第
三
に
大
型
小
売
広
に
関
連
し
た
流
通
業
者

間
競
争
の
問
題
で
あ
る
と
一
マ
問
え
よ
う
。

本
論
文
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
う
ち
、
第
三
の
問
題
を
主
と
し
て
と
り
あ

げ
、
対
価
差
別
規
制
の
視
点
か
ら
、
機
能
割
引
を
重
点
的
に
捉
え
る
方
向
で
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
は
、
機
能
割
引
を
取
得
す
る
販
売
業
者
間
の
競
争
に

与
え
る
影
響
が
主
と
し
て
問
題
と
な
る
か
ら
、
メ
ー
カ
ー
の
購
入
者
の
次
元
で

の
購
入
者
間
競
争
に
関
係
す
る
も
の
に
限
定
す
る
。

本
論
文
の
主
た
る
視
点
は
、
大
規
模
小
売
腐
の
購
買
力
行
使
の
側
面
を
問
題

視
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
大
都
一
応
は
、
流
通
効
率
促
進
、
寡
占
メ
ー
カ

ー
へ
の
対
抗
力
と
し
て
機
能
す
る
面
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
第
一
・
第
二
の
課
題

と
の
総
合
的
考
慮
も
課
題
と
な
る
。

な
お
、
本
論
文
で
は
、
同
様
な
問
題
を
持
ち
、
又
、
日
本
法
の
母
法
的
存
在

で
も
あ
る
ア
メ
リ
カ
法
の
運
用
・
背
景
を
、
経
済
理
論
を
踏
ま
え
て
分
析
す
る

手
法
を
、
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
機
能
割
引
に
関
す
る
対
何
差
別

規
制
の
法
運
用
上
の
基
準
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
幅
広

北法33(2・96)394

〈
そ
の
独
占
禁
止
政
策
上
の
問
題
点
に
言
及
す
る
こ
と
も
、

す
る
。

目
指
す
こ
と
と

(
1
〉
代
表
的
例
と
し
て
、

九
六
凶
)
な
ど
参
照
。

〈

2
)

野
田
賢
編
『
流
通
系
列
化
と
独
占
禁
止
法
』
(
大
蔵
省
印
刷
局
・
昭
五

五〉。

(

3

)

黒
田
章
一
地
「
大
型
小
売
庖
の
進
出
の
現
状
と
問
題
占
川
」
(
『
公
正
取
引
』

三
七
一
見
す
・
一
九
八
一
)
二
一
一
一
一
氏
。

(

4

)

公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
「
小
売
業
に
お
け
る
合
併
等
の
審
査
に
関
す

る
考
え
方
」
(
『
公
正
取
引
』
一
二
七
一
号
・
一
九
八
一
)
三
一
瓦
。

(
5
〉
昭
和
五
凶
年
(
判
)
第
一
号
。
昭
和
五
四
年
五
月
一
四
日
、
審
判
開
始

が
決
定
さ
れ
た

o

Q公
正
取
引
』
三
四
凶
号
二
九
七
九
)
五
四
頁
。

(

6

)

矢
部
丈
太
郎
「
買
手
の
優
越
的
地
位
濫
用
に
関
す
る
各
悶
の
規
制
状

況
」
(
『
激
流
』
一
九
七
九
1
一
一
一
号
)
四

O
頁。

林
周
二
『
流
通
革
命
新
論
』
(
中
央
公
論
社
・
一

第
二
節

機
能
割
引
問
題
の
諸
知
型

本
節
で
は
、
機
能
割
引
と
は
何
か
、
叉
、
機
能
割
引
が
問
題
と
な
る
諸
類
型



を
提
示
し
た
上
で
、
対
価
差
別
の
独
占
禁
止
法
上
の
解
釈
論
上
の
問
題
点
を
、

一
般
的
に
概
括
す
る
。

機
能
割
引
は
、
売
手
が
、
買
手
の
流
通
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
対
し
て
報
償
を
与

〈

1
)

え
る
伝
統
的
な
価
格
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。

典
型
的
に
は
、
流
通
段
階
の
位
置
に
応
じ
て
異
な
る
割
引
が
与
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
卸
業
者
・
仲
卸
業
者
・
小
売
業
者
に
、
価
格
割
引
を
、
小
売
価
格

に
対
し
℃
次
第
に
減
少
す
る
割
合
で
与
え
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
与
え

ら
れ
る
割
引
が
、
卸
割
引
・
仲
卸
割
引
・
小
売
割
引
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の

典
型
的
な
機
能
割
引
は
、
叉
、
仲
間
割
引
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
割

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

引
は
、
流
通
段
階
の
上
部
に
位
置
す
る
流
通
業
者
ほ
ど
、
倉
庫
・
引
き
渡
し
の

負
担
、
散
在
す
る
小
さ
な
客
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
コ
ス
ト
・
リ
ス
グ
な
ど
の
流
通

機
能
を
、
メ
ー
カ
ー
に
代
わ
っ
て
広
範
に
果
た
し
て
い
る
と
の
認
識
を
反
映
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
典
型
的
な
タ
イ
プ
で
は
、
流
通
段
階
の
異
な
る
購

入
者
の
関
に
は
競
争
関
係
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
通
常
、
対
価
差
別
上
の
問
題

は
起
こ
ら
な
い
。

し
か
し
、
所
調
、
流
通
革
新
の
進
展
に
伴
い

一
方
で
卸
業
者
が
小
売
機
能

を
も
同
時
に
果
た
し
た
り
、
小
売
業
者
が
卸
機
能
を
も
果
た
し
た
り
す
る
垂
直

統
合
が
進
展
し
、
他
方
、
旧
来
の
卸
業
者
の
果
た
し
て
い
た
機
能
の
一
部
門
の

み
を
扱
う
専
門
分
化
し
た
流
通
業
者
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
う
な
る
と
、
伝
統

的
な
整
然
た
る
割
引
体
系
は
、
崩
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の

場
合
も
、
叉
、
流
通
業
者
の
流
通
機
能
負
担
に
対
す
る
報
償
と
し
て
与
え
ら
れ

る
割
引
で
あ
る
が
故
に
、
機
能
割
引
と
把
握
さ
れ
る
。
(
こ
れ
に
対
し
て
は
、

仲
間
割
引
と
の
表
現
は
用
い
ら
れ
な
い
。
)

こ
う
し
た
機
能
割
引
に
は
、
購
入
者
間
競
争
に
影
響
を
与
え
、
対
価
差
別
規

制
の
点
か
ら
問
題
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
類
型
化
し

て
み
よ
う
。

①
卸
業
者
が
小
売
販
売
も
同
時
に
行
う
場
合
、
そ
の
統
合
業
者
は
小
売
販
売

分
に
つ
い
て
も
、
卸
割
引
を
得
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
。
他
方
、
メ
ー
カ
ー
か
ら

直
接
購
入
す
る
小
売
業
者
は
、
小
売
割
引
し
か
得
て
い
な
い
。
そ
の
際
の
、
統

合
業
者
と
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
購
入
し
た
小
売
業
者
間
の
、
小
売
販
売
を
め
ぐ

る
競
争
に
対
す
る
影
響
。

②
卸
業
者
に
対
し
て
、
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
購
入
す
る
小
売
業
者
に
対
す
る

よ
り
も
安
く
販
売
し
た
場
合
、
直
接
の
購
入
者
で
あ
る
卸
・
小
売
開
で
は
、
競

争
関
係
が
存
在
し
な
い
放
に
問
題
は
起
こ
り
得
な
い
。
が
、
卸
業
者
へ
の
販
一
売

価
格
が
過
度
に
安
い
と
、
そ
の
卸
業
者
が
小
売
業
者
に
対
し
、
メ
ー
カ
ー
が
小

売
業
者
に
直
売
す
る
販
売
価
格
よ
り
も
安
く
飯
売
で
』
さ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

結
果
、
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
購
入
す
る
小
売
業
者
よ
り
、
卸
業
者
か
ら
購
入
す

る
小
売
業
者
が
安
く
購
入
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
両
者
の
小
芳
販
売
を
め

ぐ
る
競
争
に
対
す
る
影
響
。

北法33(2・97)395

③
卸
業
者
に
対
し
て
、
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
購
入
す
る
小
売
業
者
に
対
す
る
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よ
り
も
安
く
販
売
し
て
い
て
も
、
卸
業
者
へ
の
販
売
価
格
の
安
さ
の
程
度
が
、

小
売
業
者
可
へ
の
直
売
価
格
に
比
し
て
不
足
し
て
い
る
場
合
、
②
と
逆
に
メ
ー
カ

ー
か
ら
直
接
購
入
す
る
小
売
業
者
の
方
が
、
卸
業
者
か
ら
購
入
す
る
小
売
業
者

よ
り
安
く
購
入
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
両
者
の
小
売
販
売
を
め
ぐ
る
競
争
に

対
す
る
影
響
。

④
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
購
入
す
る
小
売
業
者
に
対
し
て
、
卸
業
者
に
対
す
る

よ
り
も
安
く
販
売
す
る
場
合
、
卸
業
者
を
通
じ
て
購
入
す
る
小
売
業
者
は
、
当

然
に
も
、
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
購
入
す
る
小
売
業
者
よ
り
も
高
い
価
格
で
、
卸

業
者
か
ら
購
入
す
る
ζ
と
と
な
る
。
こ
の
両
者
の
、
小
売
販
売
を
め
ぐ
る
競
争

に
対
す
る
影
響
。

更
に
⑤
と
し
て
、
卸
業
者
と
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
購
入
す
る
小
売
業
者
に
対

し
て
、
メ
ー
カ
ー
が
同
一
価
格
で
販
売
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
卸
業

者
を
通
じ
て
購
入
す
る
小
売
業
者
が
、
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
購
入
す
る
小
売
業

者
よ
り
も
高
い
価
格
で
、
卸
業
者
か
ら
購
入
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
両
者
の

小
売
販
売
を
め
ぐ
る
競
争
に
対
す
る
影
響
を
ど
う
評
価
す
る
か
も
問
題
と
な
ろ

う
以
上
に
加
え
て
、

実
質
的
な
流
通
機
能
を
誰
が
果
た
し
て
い
る
か
、

ヵ
ー
の
購
入
者
は
実
質
的
に
誰
で
あ
る
か
、
共
同
購
入
組
織
を
ど
う
評
価
す
る

か
な
ど
で
、
タ
イ
プ
が
分
か
れ
て
く
る
。

以
上
の
類
型
に
基
づ
き
主
に
分
析
を
行
う
が
、
メ
ー
カ
ー
側
は
自
ら
が
評
価

す
る
流
通
機
能
の
分
類
に
基
づ
き
機
能
割
引
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
メ

j
ヵ
l
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に
よ
る
機
能
割
引
分
類
に
も
検
討
が
加
え
ら
れ
る
。

本
論
文
は
、
機
能
割
引
問
題
に
関
す
る
問
題
を
論
ず
る
が
、
顧
客
の
取
扱
い

数
量
の
差
異
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
数
量
割
引
の
結
果
、
大
量
購
入
者
に
与

え
ら
れ
る
大
幅
割
引
に
は
、
留
意
す
べ
き
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

は
、
伝
統
的
に
卸
業
者
に
与
え
ら
れ
て
き
た
卸
割
引
に
は
、
卸
業
者
の
大
量
購

入
に
起
因
す
る
コ
ス
ト
節
減
に
対
す
る
報
償
と
い
う
側
面
も
認
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
の
評
価
も
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
把
握
に
立
づ
と
、

数
量
割
引
と
機
能
割
引
と
の
区
別
は
、
必
ず
し
も
明
白
な
も
の
で
は
な
く
な

る
。
ま
た
、
現
実
に
は
リ
ベ
ー
ト
支
給
の
形
で
、
種
々
の
も
の
が
融
合
し
て
与

(
2
)
 

え
ら
れ
て
い
る
、
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
総
て
の
機
能
割
引
問
題
が
本
論
文
の
問
題
意
識
の
背
景
た
る
購
買
力

問
題
と
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
論
文
は
、
購
買
力
問
題
以
外

の
タ
イ
プ
も
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
で
、
機
能
割
引
問
題
を
全
般
的
に
扱
う
も

の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
購
買
力
問
題
も
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

メ

(

1

)

同
州
も
。
ミ
。
¥
h
b
m
w
h
h
h
q
吉町、

c
s
h
g
N
J

ミ
ミ
芯
E
H
N

。
。
若
君
主
同
町

同。~引
H
R
丸
、

H
F由
久
山
昌

H氏
、
R
h
H
h白
H
C匂

(
C
・ω
-
C
O〈
O
B
B
E
H
件
可
江
口
江
口
問

。
日
ロ
タ
呂
町
印
)
U
H
Y
N
O
N
l
N
S

な
ど
を
参
照
。

(

2

)

リ
ベ
ー
ト
等
も
含
め
た
概
観
と
し
て
、
定
村
礼
士
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

活
動
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
た
こ
れ
か
ら
の
リ
ベ
ー
ト
政
策
を
探
究
す



る
」
ハ
藤
枝
一
両
土
編
『
リ
ベ
ー
ト
政
策
の
革
新
』

四
丘
)
一
五
五
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

日
本
生
産
性
本
部

第
三
節

独
占
禁
止
法
上
の
問
題
点

本
節
で
は
、
対
価
差
別
の
独
占
禁
止
法
上
の
問
題
点
を
一
般
的
に
概
括
し
、

論
点
の
明
確
化
を
行
う
。

対
価
差
別
は
、
独
占
禁
止
法
二
条
九
項
一
号
に
基
づ
く
公
正
取
引
委
員
会
の

一
般
指
定
四
号
、
並
に
、
脱
法
行
為
禁
止
規
定
た
る
二
号
と
法
一
九
条
に
よ
り

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

禁
止
さ
れ
て
い
る
o

ハ
昭
和
五
七
年
四
月
二

O
目
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局

発
表
の
不
公
正
な
取
引
方
法
の
一
般
指
定
の
改
正
案
に
よ
れ
ば
、
現
行
四
号
は

指
定
案
三
一
項
に
、
現
行
二
号
は
指
定
案
四
項
に
、
お
お
む
ね
相
当
す
る
。
)

一
般
指
定
四
号
は
、
「
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
地
域
ま
た
は
相
手
方
に

よ
り
差
別
的
な
対
価
を
も
っ
て
、
物
資
、
資
金
そ
の
他
の
経
済
上
の
利
益
を
供

給
し
、
ま
た
は
供
給
を
受
け
る
こ
と
よ
と
規
定
し
て
い
る
。
(
指
定
案
三
項
は
、

「
不
当
に
、
地
域
叉
は
相
手
方
に
よ
り
差
別
的
な
対
価
を
も
っ
て
、
商
品
若
し

く
は
役
務
を
供
給
し
、

叉
は
こ
れ
ら
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
。
」
と
規
定
し
て

い
る
。
〉

対
価
差
別
規
制
の
性
格
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
不
公
正
な
取
引
方
法
の
趣
旨
に

っ
き
、
グ
レ
イ
ト
ン
法
、

F
T
C
法
と
同
旨
の
、
独
占
形
成
の
未
然
の
防
止
、 昭

禁
止
行
為
の
列
挙
に
よ
る
法
適
用
の
基
準
の
明
確
化
を
背
景
と
し
た
公
正
な
競

(
1
)
 

争
秩
序
を
維
持
す
る
規
定
と
い
っ
た
方
向
か
ら
の
理
解
と
、
個
別
的
従
属
関
係

(
Z
}
 

を
対
象
と
し
た
公
正
な
競
争
秩
序
維
持
の
為
の
規
定
と
い
っ
た
理
解
が
存
在

す
る
。

四
号
に
つ
き
、
具
体
的
に
は
、
「
い
か
な
る
価
格
を
定
め
る
か

は
、
契
約
の
自
由
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
相
手
方
に
よ
り
価
格
を
違
え
た
か

一
つ
一
つ
に
正
当
な
理
由
、
か
要
求
去
、
れ
る
わ
け
で
は
な
ド
。

L

も
っ
と
も
、

ら
と
い
っ
て
、

か
し
、
正
当
な
理
由
が
な
い
場
合
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
公
正
な
競
争
を
阻
害
す

(
3
)
 

生
じ
得
ょ
う
。
」
と
い
う
理
解
に
、
お
お
む
ね
通
説
的
に
集
約

る
お
そ
れ
も
、

さ
れ
て
い
る
。
正
当
な
理
由
は
、
運
送
費
の
大
小
、
取
引
量
の
多
寡
、
決
済
方

法
、
商
品
の
特
性
な
ど
に
求
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
根
拠
と
す
る
差
別
対
価
は
違

法
で
な
い
と
解
さ
れ
、
違
法
性
阻
却
事
由
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
取
引
量
の
多
寡
、
そ
の
他
の
事
由
は
、
こ
れ
を
当
該
対
価
が

差
別
的
な
対
価
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
資
料
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
当
該
対
価
が
差
別
的
な
対
価
で
あ
る
と
判
断
し
た
後
に
、
そ
の
違
法
性
阻

邦
事
由
と
し
て
の
正
当
事
由
に
該
当
す
る
と
、
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
差
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別
的
な
対
価
に
該
当
す
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
に
公
正
競
争
阻
害
性
を
有
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
な
る
観
点
か
ら
の
理
由
づ
け
を
も
っ
て
、
そ
の
違
法

性
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
、
と
の
批
判
〈
阿
部
説
)
が
、
存

(
4
)
 

在
す
る
。
阿
部
説
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
継
受
子
法
国
の
規
制
の
解
釈
に
あ
た
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つ
て
は
、
母
法
国
の
規
制
が
充
分
顧
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
排
斥
し

て
別
異
の
解
釈
を
と
る
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

(
5
)
 

い
と
の
見
解
が
あ
る
。

通
説
も
自
由
競
争
阻
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
の
あ
る
価
格
差
で
あ
っ
て
、
コ

ス
ト
要
因
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
も
の
が
違
法
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、

と
の
理
解
で
あ
ろ
う
し
、
ア
メ
リ
カ
法
と
違
い
、
原
告
側
に
正
当
な
理
由
が
な

い
こ
と
の
あ
る
程
度
の
立
証
を
求
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
指
定
案
一
-
一
項
で
は
、

「
不
当
に
」
と
の
表
現
が
と
ら
れ
、
挙
証
責
任
に
つ
い
て
こ
の
理
解
が
採
ら
れ

て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
)
阿
部
説
は
、

法
的
差
別
概
念
を
後
述
の
経
済
的

差
別
概
念
に
近
づ
け
て
見
ょ
う
と
す
る
も
の
、
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
注
目

す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
理
論
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く

具
体
的
な
事
例
に
即
し
て
公
正
競
争
阻
害
性
の
運
用
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
、
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
昭
和
二
八
年
改
正
前
と
の
比
較
で
、

具
体
的
危
険
性
よ
り
抽
象
的
危
険
性
に
厳
格
化
さ
れ
て
い
る
、
と
の
見
解
も

あ
る
が
、

ろ
う
。

」
れ
も
具
体
的
事
例
の
妥
当
性
に
即
し
て
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ

結
局
、
自
由
競
争
阻
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
の
あ
る
差
別
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
叉
、
コ
ス
ト
要
因
な
ど
を
ど
う
評
価
す
る
か
を
具
体
的
に
類
型
的
に

明
ら
か
に
し
、
ど
の
程
度
の
立
証
で
「
事
実
上
の
推
定
」
が
成
立
す
る
と
す
べ

き
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

ま
た
、
昭
和
二
八
年
改
正
で
、
「
不
公
正
な
競
争
方
法
」
か
ら
、
「
不
公
正
な

取
引
方
法
」
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
規
制
対
象
が
、
直
接
の
競
争
手
段

に
限
ら
れ
ず
、
競
争
秩
序
に
及
ぼ
す
影
響
を
一
般
的
に
捉
え
て
行
為
の
相
手
方

を
基
軸
と
す
る
競
争
秩
序
に
対
し
て
侵
害
的
効
果
を
生
ず
る
行
為
も
対
象
と
さ

(
7
)
 

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
点
も
記
す
に
値
し
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
論
文
の
対

象
で
あ
る
購
入
者
間
競
争
で
の
競
争
侵
害
の
問
題
に
対
し
て
、
日
本
法
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

〈
な
お
、

別
を

段

壁差
空別

E主
言行

う Z
o 'J古

京手

手さ

5b 
て ~U

f 争
看老
来日 さ

E語
別会
さ L
れ影
る響
買を
手与
とえ
そる
の差

競
争
者
と
の
競
争
に
影
響
を
与
え
る
差
別
を
二
段
階
侵
害
と
言
う
。
そ
し
て
、

売
手
に
よ
っ
て
有
利
に
差
別
さ
れ
る
買
手
の
顧
客
と
そ
の
競
争
者
と
の
競
争
に

影
響
を
与
え
る
差
別
を
三
段
階
侵
害
、
更
に
売
手
に
よ
っ
て
有
利
に
差
別
さ
れ

る
買
手
の
顧
客
の
顧
客
と
そ
の
競
争
者
と
の
競
争
に
影
響
を
与
え
る
差
別
を
四

段
階
侵
害
と
言
う
。
本
論
文
の
対
象
は
、
購
入
者
間
競
争
で
の
競
争
侵
害
の
問

題
で
あ
り
、
二
段
階
、
三
段
階
、
四
段
階
の
競
争
侵
害
事
例
を
分
析
す
る
J

ま
た
、
四
号
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
差
別
対
価
を
受
け
る
行
為
が
本
号
の
対

象
と
な
る
の
か
の
点
も
問
題
と
な
る
o

四
号
の
う
ち
、
前
段
は
、
明
ら
か
に
売

手
の
対
価
差
別
行
為
を
規
制
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
買
手
側
の
自
己

に
有
利
な
対
価
差
別
を
売
手
か
ら
引
き
出
す
行
為
は
、
ど
う
評
価
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。

北法33(2・100)a98



こ
れ
は
問
題
に
さ
れ
て
い
る
対
価
差
別
の
違
法
行
為
が
、
何
に
起
因
す
る
か

と
い
う
こ
と
か
ら
問
題
と
な
る
。
次
節
で
論
ず
る
よ
う
に
、
差
別
発
生
の
要
因

は
、
売
手
側
に
も
買
手
側
に
も
存
在
し
得
る
。
四
号
前
段
適
用
か
ら
は
、
売
手

側
に
違
法
行
為
の
除
去
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
原
因
が
買
手
側
に

存
在
す
る
場
合
で
も
、
売
手
の
行
為
を
除
去
す
れ
ば
、
違
法
行
為
は
除
去
さ
れ

る
、
と
言
え
る
。
し
か
し
、
原
因
が
明
白
に
買
手
側
の
購
買
力
に
あ
り
、
売
手

が
強
制
さ
れ
て
対
価
差
別
を
行
っ
た
側
面
を
強
く
持
っ
て
い
る
場
合
、
行
為
除

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

去
の
責
任
を
売
手
に
課
す
こ
と
は
、
原
因
の
な
い
者
に
責
任
を
課
す
点
で
社
会

観
念
上
、
叉
、
行
為
の
有
効
な
除
去
の
実
現
を
目
指
す
法
適
用
の
目
的
か
ら
も

疑
問
が
あ
る
。
更
に
、
民
事
訴
訟
の
場
合
に
は
、
違
法
行
為
の
当
事
者
が
誰
で

あ
る
か
は
直
接
的
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
買
手
側
の
要
因
に
よ
っ
て
対

価
差
別
が
為
さ
れ
る
場
合
に
、
買
手
側
に
違
法
性
を
問
う
理
論
構
成
が
問
題
と

な
る
の
で
あ
る
。

日
本
法
で
は
、
ど
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
四
号

後
段
適
用
説
と
十
号
適
用
説
が
あ
る
。

四
号
後
段
は
、
「
差
別
的
な
対
価
を
も
っ
て
供
給
を
受
け
る
こ
と
」
と
規
定

し
て
い
る
が
、

ζ

の
解
釈
に
は
争
い
が
あ
る
。
こ
の
規
定
を
、
「
大
口
一
需
要
者

が
小
口
需
要
者
の
事
業
活
動
を
妨
害
、
排
除
す
る
為
、
そ
の
商
品
を
不
当
に
買

い
た
た
く
よ
う
な
場
合
に
は
、
本
号
違
反
と
v

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
と
す
る

(
8
)
 

見
解
と
、
差
別
対
価
で
荷
品
の
購
入
を
す
る
こ
と
は
、
「
差
別
対
価
に
よ
る
供

給
」
を
受
け
る
こ
と
で
は
な
い
、
販
売
者
に
よ
っ
て
購
入
価
格
を
差
別
す
る
こ

(
9
)
 

と
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
前
者
が
買
手
側
の
対
一
価
差
別
引
き
出
し
行

為
に
四
号
後
段
を
適
用
す
る
見
解
で
あ
る
。

後
一
者
の
見
解
か
ら
は
、

一
般
指
定
十
号
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
十

号
は
「
自
己
の
取
引
上
の
地
位
が
相
手
方
に
対
し
て
優
越
し
て
い
る
こ
と
を
利

用
し
て
、
正
常
な
商
慣
習
に
照
し
て
相
手
方
に
不
当
に
不
利
益
な
条
件
で
取
引

す
る
こ
と
。
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
優
越
し
た
地
位
、
正
常
な

商
慣
習
、
不
当
に
不
利
益
な
条
件
、
を
差
別
対
価
を
引
き
出
す
行
為
に
、
具
体

的
に
ど
う
あ
て
は
め
る
か
が
問
題
と
な
り
、
四
号
後
段
の
直
接
適
用
と
は
異
な

と
考
え
ら
れ
る
。
(
指
定
案

っ
た
理
論
構
成
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

で
は
、
十
四
項
に
同
様
の
規
定
が
存
在
す
る
。
〉

な
お
、
本
稿
執
筆
の
背
景
と
な
る
問
題
意
識
は
、
購
買
力
問
題
に
あ
り
、
そ

の
意
味
で
は
こ
の
対
価
差
別
引
き
出
し
行
為
へ
の
法
適
用
が
中
心
的
問
題
と
な

る
が
、
四
号
前
段
で
も
間
接
的
な
形
で
違
法
行
為
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
、

と
り
わ
け
、
十
号
適
用
に
疑
義
の
あ
る
行
為
に
対
処
で
き
る
こ
と
、
そ
も
そ
も

売
手
側
に
も
差
別
へ
の
要
因
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
四
号
前
段
の
理
論
構
成

探
究
も
、
同
様
に
重
視
す
る
こ
と
と
す
る
。
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一
般
指
定
は
、
叉
、
二
号
で
「
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
正
当
な
理
由
が
な
い

の
に
、
取
引
の
条
件
ま
た
は
実
施
に
つ
い
て
、
著
し
く
有
利
な
取
扱
を
し
、
ま

た
は
著
し
く
不
利
な
取
扱
を
す
る
こ
と
。
」
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、



研究ノート

(
叩
)

価
格
以
外
の
取
引
の
条
件
叉
は
実
施
を
対
象
と
す
る
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
。

「
正
当
な
理
由
」
と
「
著
し
く
」
が
、
解
釈
上
問
題
と
な
る
。
こ
の
規
定
は
、

こ
こ
で
は
、
対
価
差
別
禁
止
規
定
の
脱
法
行
為
を
規
制
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
。
(
指
定
案
四
項
が
、
同
様
の
規
定
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
「
正
当
な
理
由
が
な
い
」
と
「
著
し
く
」
の
要
件
が
、
「
不
当
に
」
と

い
う
形
で
一
括
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
J

以
上
、
四
号
を
中
心
に
、
十
号
、
二
号
が
、
四
号
の
対
価
差
別
禁
止
規
定
と

の
関
連
に
お
い
て
把
加
盟
さ
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
以
上
指
摘
し
た
要
件
上
の
問

題
を
、
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
論
文
の
課
題
と
な
る
。

〈

1
)

今
村
成
和
『
独
占
禁
止
法
〔
新
版
〕
』
(
有
斐
閣
・
昭
五
三
)
八
九

l
九

一一員。

(

2

)

正
田
彬
『
全
訂
独
占
禁
止
法
工
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
八

O
)
二

九
三
頁
。

(

3

)

今
村
前
掲
喬
一
一
二
頁
。

(

4

)

阿
部
芳
久
『
独
占
禁
止
法
』
(
第
一
法
規
・
昭
五
三
)
一
八

O
頁。

(

5

)

久
保
欣
哉
『
コ
ン
メ
ン

F

l
ル
独
占
禁
止
法
』
(
田
中
誠
二
他
編
・
劾
草

書
房
・
一
九
八
一
)
一
二
九
頁
。

ハ
6
)

江
上
勲
『
経
済
法
・
独
占
禁
止
法
概
論
〔
改
訂
版
〕
』
(
税
務
経
理
協
会
・

昭
五
五
)
一
一
山

O
頁。

(

7

)

今
村
前
掲
香
九
二
頁
。

(

8

)

公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
編
『
改
正
独
占
禁
止
法
解
説
』
(
日
本
経
済

新
聞
社
・
昭
二
九
)
一
二
二
頁
他
。

(

9

)

正
田
前
掲
書
三
四
八
頁
他
。

(
凶
)
今
村
前
掲
書
九
二
頁
。
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第
四
節

対
価
差
別
の
経
済
理
論

二
節
で
は
、
機
能
割
引
が
対
価
差
別
上
の
問
題
と
な
り
得
る
諸
類
型
を
、
形

式
的
に
明
ら
か
に
し
た
Q

本
節
で
は
ま
ず
、
差
別
は
い
か
な
る
要
因
で
成
立
し
、

い
か
な
る
経
済
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
、
主
に
購
入
者
間
競
争
に
関

係
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、
政
策
選
択
の
対
象
と
し

て
、
主
と
し
て
資
源
配
分
政
策
に
基
づ
く
政
策
の
他
、
様
々
の
角
度
か
ら
の
中

小
事
業
者
保
護
論
に
基
づ
く
政
策
な
ど
も
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
、
分
析
の
主
要
概
念
と
し
て
、
経
済
的
差
別
の
概
念
を
導
入
す
る
。
経

済
的
差
別
と
は
、
個
々
の
販
売
の
限
界
費
用
に
対
し
て
、
同
じ
比
率
を
持
つ
こ

と
の
な
い
価
格
で
販
売
を
行
う
こ
と
、
な
い
し
、
価
格
と
限
界
費
用
の
差
が
等

(
1
)
 

し
く
な
い
場
合
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
概
念
に
は
、
流
通
機
能
評
価

の
問
題
を
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
買
手
が
あ
る
種
の
流
通
機
能
を
発
揮

し
た
場
合
、
売
手
側
に
コ
ス
ト
節
減
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
買
手
に
他
の
買
手

に
比
し
て
低
価
格
で
販
売
し
て
も
経
済
的
差
別
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。



一
時
的
・
散
発

差
別
は
い
か
な
る
場
合
に
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

的
な
差
別
が
あ
る
。
例
え
ば
、
輸
送
コ
ス
ト
で
隔
て
ら
れ
た
地
域
で
需
要
急

増
が
発
生
し
た
場
合
、
供
給
増
が
さ
れ
る
ま
で
、
-
時
的
な
価
格
上
昇
が
生
じ

(2) 

て
経
済
的
差
別
が
発
生
す
る
o

需
要
増
加
に
際
し
て
、
新
規
設
備
を
増
設
し
、

(
3
)
 

新
規
客
に
対
し
て
の
み
低
価
格
販
売
を
行
う
こ
と
に
よ
る
場
合
も
あ
る
。
更

(1) 

に
、
売
手
間
に
寡
占
的
協
調
関
係
、
が
存
在
し
て
い
て
も
、
不
況
期
に
過
剰
能
力

が
存
在
す
る
よ
う
な
と
き
、
受
注
増
を
狙
う
売
手
の
一
部
が
、
秘
密
に
一
部

(
4
)
 

の
買
手
に
価
格
切
り
下
げ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま

(
5
)
 

た
、
売
手
が
市
場
調
査
の
目
的
で
為
す
場
合
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
一
時
的

で
、
供
給
の
増
加
や
他
の
売
手
の
対
抗
的
価
格
切
り
下
げ
な
ど
が
生
じ
た
後
に
、

新
た
な
均
衡
に
達
し
て
、
差
別
は
消
滅
し
て
し
ま
う
o

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
差

機能割引に関する対価差別上の諸問題

別
は
市
況
の
変
化
に
よ
り
発
生
し
易
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
き
留
意
す

べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
一
時
的
差
別
を
法
的
に
規
制
し
た
な
ら
ば
、
か
え
っ

て
市
況
に
応
じ
た
新
た
な
均
衡
に
達
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
り
、
法
適

(
6〉

用
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

次
に
恒
常
的
価
格
差
別
が
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
差
別
を
売
手
が
利
益
を
上

げ
て
行
え
る
条
件
は
、
市
場
支
配
力
を
保
持
す
る
こ
と
、
顧
客
を
需
要
の
価
格

弾
力
性
が
違
う
グ
ル
ー
プ
に
分
離
で
き
る
こ
と
、
買
手
側
の
さ
や
取
り
(
売
手

か
ら
低
価
格
で
購
入
し
た
客
が
、
売
手
か
ら
高
価
格
で
購
入
し
て
い
る
客
に
再

販
売
す
る
こ
と
で
、
売
手
は
対
価
差
別
が
不
可
能
と
な
る
J

が
抑
制
で
き
る

(
7
}
 

か
な
い
し
、
そ
の
誘
因
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

市
場
支
配
力
を
持
た
な
い
わ
ず
か
な
販
売
量
し
か
持
た
な
い
売
手
の
場
合
、

仮
に
、
強
力
な
買
手
に
直
面
し
て
も
、
そ
の
買
手
に
対
し
て
他
の
買
手
よ
り
も

差
別
的
に
有
利
な
価
格
で
販
売
す
る
こ
と
は
な
く
、
他
の
買
手
を
探
し
て
販
売

す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で

ι目
。
売
手
に
と
っ
て
、
差
別
へ
の
誘
因
は
利
潤
の

増
大
で
あ
る
。
買
手
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
限
界
収
入
を
等
し
く
し
な
け
れ
ば
、
そ

の
生
産
物
の
所
与
の
販
売
量
か
ら
の
収
入
を
最
大
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

(
9
)
 

で
あ
る
。
や
や
小
規
模
一
の
売
手
で
も
、
グ
ル
ー
プ
で
安
定
的
な
対
価
差
別
を
行

う
こ
と
も
あ
る
。
背
後
に
了
解
が
存
在
す
る
も
の
で
、
で
な
い
と
高
収
益
を
も

た
ら
す
貿
手
に
対
し
て
の
み
販
売
し
て
し
ま
え
ば
良
い
か
ら
、
差
別
加
を
維
持
し

(
四
)

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

買
手
側
の
要
因
か
ら
、
恒
常
的
差
別
が
為
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
。
巨
大
な

買
手
は
、
し
ば
し
ば
は
る
か
に
売
手
の
規
模
を
超
え
、
売
手
の
地
位
は
弱
ま

る
。
そ
の
際
、
特
定
商
品
の
生
産
者
H
売
手
は
、
通
常
販
売
の
確
保
の
為
、
大

規
模
な
買
手
と
の
安
定
的
関
係
を
追
求
し
て
、
大
幅
割
引
を
与
え
る
こ
と
に
も

(
日
)

な
る
o

こ
う
し
て
、
弱
い
程
度
の
製
品
差
別
化
さ
れ
た
商
品
を
扱
う
売
手
は
、

(ロ)

差
別
的
優
遇
を
大
規
模
買
手
に
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
な
お
、
製
品
無
差
別

北法33(2・103)401

市
場
で
は
、
こ
の
場
合
、
売
手
側
に
経
済
的
差
別
の
誘
因
は
な
く
、
強
い
差
別

大
規
模
買
手
に
も
優
り
、
経
済
的
差
別
は
発
生
し
な
い
。
)

製
品
の
売
手
は
、

こ
の
場
合
、
現
実
の
生
産
・
配
給
の
効
率
性
を
超
え
た
低
価
格
販
売
が
当
該
買
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手
に
為
さ
れ
、
そ
の
買
手
以
外
の
貿
手
に
、
値
引
き
を
要
求
す
る
力
が
存
在
し

な
い
場
合
に
は
、
低
価
格
が
他
に
波
及
す
る
こ
と
な
く
、
恒
常
的
価
格
差
別
と

な
る
。
(
な
お
、
前
述
の
売
手
側
か
ら
の
差
別
の
誘
因
と
同
様
に
、
こ
の
場
合

に
も
売
手
側
に
と
っ
て
も
、
差
別
す
る
こ
と
が
よ
り
利
益
が
上
が
る
と
号
?
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
買
手
側
の
要
因
と
は
、
し
た
が
っ
て
相
対
的
な
表
現
で

あ
る
。
)

さ
て
、
こ
れ
ら
の
恒
常
的
差
別
は
い
か
な
る
点
で
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

資
源
配
分
上
の
効
率
性
か
ら
検
討
し
よ
う
。
差
別
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
自

体
、
売
手
が
市
場
支
配
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
な
る
。
こ
れ
は
資
源

配
分
上
の
効
率
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
独
占
価
格

は
、
生
度
制
限
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
売
手
が
客
ご
と
に
完
全
に
差
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
生
産
量
は
、
競
争
水
準
と
変
わ
ら
な

(
臼
)
ぃ
。
す
な
わ
ち
、
差
別
は
単
純
な
独
占
価
格
よ
り
も
、
効
率
上
、
改
善
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
、
売
手
が
買
手
を
グ
ル
ー
プ
化
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
為
に
か
け
ら
れ
る
コ
ス
ト
が
資
源
の
ロ
ス
で
あ
る
、
と

(
M
)
 

言
い
得
る
。

次
に
、
長
期
的
視
点
か
ら
、
効
率
へ
の
影
響
を
捉
え
よ
う
。
ま
ず
、
非
効
率

{
時
)

事
業
者
を
優
遇
す
る
タ
イ
プ
の
差
別
は
、
経
済
効
率
の
増
進
を
阻
害
す
る
。
逆

に
、
購
買
力
を
持
つ
貸
手
を
優
遇
す
る
差
別
は
、
通
常
の
効
率
性
を
持
つ
事
業

帰
結
す
る
。
(
こ
の
場
合
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
小
規
模
事
業

者
の
脱
落
を
、

者
な
ら
で
は
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
機
会
を
失
っ
た
り
、
身
近
に
購
入
で
き
る

(
凶
)

事
業
者
が
存
在
し
な
く
な
る
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
)
更
に
、

北法33(2・104)402

優
遇
さ
れ
た
大
規
模
の
買
手
は
、
こ
の
優
遇
に
基
づ
い
て
最
適
規
模
を
超
え
る

(
口
}

成
灸
を
追
求
し
、
資
源
配
分
上
の
非
効
率
を
帰
結
す
る
点
が
問
題
で
あ
る
。
そ

の
他
、
売
手
市
場
が
競
争
的
な
ら
ば
、
コ
ス
ト
面
で
の
節
減
を
伴
わ
な
い
大
規

模
購
入
者
へ
の
差
別
は
、
通
常
の
効
率
的
売
手
の
市
場
か
ら
の
脱
落
を
帰
結

す
る
。こ
れ
と
は
逆
に
、
売
手
側
が
対
抗
上
、
共
同
行
為
や
合
同
を
進
め
る
こ
と
も

(
刊
}

あ
る
。
ま
た
、
強
い
売
手

i
買
手
関
係
が
形
成
さ
れ
る
と
、
売
手
側
或
い
は
貿

(
却
)

手
側
に
、
参
入
障
壁
と
し
て
作
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
市
場
構
造

に
影
響
し
、
長
期
的
に
は
経
済
効
率
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
(
な
お
、

大
規
模
な
事
業
者
を
通
じ
て
の
販
売
で
、
売
手
側
に
新
規
参
入
を
し
易
く
な
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
J

(
泣
)

次
に
、
所
得
分
配
上
の
問
題
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
o

差
別
は
売
手
に
対
し

て
よ
り
多
く
の
利
益
を
生
む
も
の
で
あ
っ
て
、
非
差
別
に
比
し
て
、
売
手
に
所

得
移
行
を
も
た
ら
す
。
逆
に
、
購
買
カ
に
起
因
す
る
場
合
、
売
手
か
ら
買
手
へ

の
移
行
と
な
る
。
ま
た
、
買
手
間
で
の
所
得
移
行
の
面
も
捉
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
何
が
最
適
の
所
得
分
配
か
は
理
論
的
に
は
決
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
具
体
的
ケ
l
ス
で
の
社
会
通
念
上
の
レ
ベ
ル
の
問
題

で
あ
り
、
価
値
判
断
の
問
題
と
な
ろ
う
。



小
売
価
格
へ
の
影
響
か
ら
分
析
し
ム
党
o

大
規
模
事
業
者
へ
の
差
別
に
よ
っ

て
、
売
手
の
寡
占
価
格
が
相
対
的
に
よ
り
競
争
的
な
水
準
に
引
き
下
げ
ら
れ
る

効
果
が
あ
り
、
こ
れ
が
消
費
者
に
移
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
経
済
厚
生
上
、
望
ま

し
い
、
と
も
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
移
行
に
は
買
手
段
階
で
の
競
争
の
存
在
が

必
要
で
あ
り
、
叉
、
短
期
的
に
移
行
さ
れ
て
も
、
買
手
事
業
者
市
場
の
寡
占
化

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

が
進
ん
で
、
長
期
的
に
は
、
移
行
さ
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

以
上
、
差
別
の
発
生
図
、
そ
の
問
題
性
を
検
討
し
た
。
次
に
、
経
済
的
差
別

と
法
律
上
の
差
別
概
念
と
の
関
係
を
、
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
単
な

る
価
格
差
と
経
済
的
差
別
と
の
関
係
に
は
、
価
格
差
ア
リ
|
経
済
的
差
別
、
価

格
差
ア
リ
|
経
済
的
非
差
別
、
価
格
差
ナ
シ
1

経
済
的
差
別
、
価
格
差
ナ
シ
|

経
済
的
非
差
別
の
四
類
型
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
、
法
的
に
違
法
と
さ
れ
る

の
は
ど
れ
で
あ
る
か
が
、
問
題
と
な
る
o

法
的
に
は
価
格
差
の
存
在
が
違
法
性

成
立
の
要
件
で
あ
る
か
ら
、
後
二
者
は
い
ず
れ
も
合
法
と
な
り
、
前
二
者
の
う

ち
、
経
済
的
差
別
と
な
る
第
一
の
場
合
だ
け
違
法
と
す
る
べ
き
か
ど
う
か
の
点

が
問
題
と
な
ろ
う
。

経
済
的
差
別
が
何
を
も
た
ら
す
か
を
、
主
と
し
て
資
源
配
分
効
率
の
増
進
の

点
か
ら
分
析
し
た
が
、
政
策
的
に
は
、
ま
ず
以
上
述
べ
た
経
済
効
率
の
視
点
か

ら
、
問
題
と
な
る
経
済
的
差
別
だ
け
を
規
制
す
ベ
し
、
と
の
選
択
が
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
他
方
、
対
価
差
別
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
小
事
業
者
保
護
の
視

点
に
立
っ
た
政
策
的
選
択
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
、
反
独
占
政
策
の

目
的
の
一
つ
を
経
済
的
支
配
力
の
分
散
に
あ
る
と
捉
え
、
そ
れ
を
政
治
的
民
主

主
義
の
基
礎
と
見
る
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
経
済
的
に
は
非
差
別
と

な
る
場
合
で
も
、
高
価
格
で
購
入
す
る
こ
と
に
よ
り
大
規
模
商
に
対
し
て
中
小

小
売
商
が
競
争
上
不
利
に
立
ち
、
そ
の
結
果
、
中
小
小
売
商
の
淘
汰
に
よ
る
大

規
模
商
へ
の
経
済
力
集
中
が
発
生
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
問
題
視

す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
効
率
の
点
か
ら
望
ま

し
く
な
い
場
合
だ
け
で
な
く
、
中
小
小
売
商
が
不
利
と
な
る
差
別
は
総
て
規
制

す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
の
他
、
政
策
的
視
点
と
し
て
は
、
大
規
模
商
へ
の
集
中
が
流
通
業
者
段
階

で
の
寡
占
化
を
も
た
ら
し
、
小
売
価
格
の
上
昇
で
消
費
者
か
ら
大
規
模
商
へ
の

所
得
移
行
、
大
規
模
商
の
存
在
す
る
部
門
へ
の
資
源
配
分
葱
化
を
招
く
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
点
も
問
題
と
な
り
、
そ
の
考
え
に
基
づ
い
て
価
格

差
別
を
厳
格
に
規
制
す
る
と
い
う
選
択
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
そ
も
そ
も

中
小
小
売
商
の
現
状
を
、
失
業
者
吸
収
地
帯
と
見
て
の
社
会
政
策
上
の
観
点
か

ら
、
中
小
小
売
商
を
保
護
す
べ
き
と
の
政
策
選
択
も
あ
り
得
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
考
え
を
対
価
差
別
規
制
の
形
で
追
求
す
る
と
、
小
規
模
事
業
者
H

非
効
率
事
業
者
を
優
遇
す
る
と
い
う
経
済
的
差
別
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
、
と
の

法
運
用
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
た
だ
、
小
規
模
事
業
者
保
護
論
の

北法33く2・105)403

当
否
は
別
論
と
し
て
も
、
果
た
し
て
小
規
模
事
業
者
保
護
の
目
的
の
為
に
経
済

的
差
別
を
推
進
す
る
よ
う
な
政
策
手
段
を
採
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
望
ま
し
い
か
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第
二
章

旧
ク
レ
イ
ト
ン
法
二
条
の
分
析

本
章
で
は
、
い
よ
い
よ
ア
メ
リ
カ
の
審
決
・
判
例
分
析
に
進
み
、
具
体
的
に

問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
着
手
す
る
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
対
価
差
別
に
適
用
さ
れ
る
法
律
に
は
、
シ
ャ
l

マ
ン
法
、
グ
レ
イ
ト
ン
法
二
条
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
バ
ッ
ト
マ
ン
法
コ
一
条
、

F
T

C
法
五
条
、
及
び
、
州
法
に
よ
る
規
制
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
本
論
文
の

分
析
目
的
上
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、
グ
レ
イ
ト
ン
法
二
条
で
あ
り
、
本
論
文

の
分
析
対
象
は
同
条
項
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、

一
九
一
四
年
に
制
定
さ
れ
た

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1) 

後

一
九
三
六
年
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
パ
ッ
ト
マ
ン
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
て
今
日

に
至
っ
て
い
る
。

本
章
で
は
、
ま
ず
改
正
前
の
旧
二
条
時
代
の
分
析
を
行
う
。

第
一
節

一
九

O
O
|三
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ

流
通
機
構
を
め
ぐ
る
問
題
状
況

ア
メ
リ
カ
で
の
対
価
差
別
に
関
す
る
問
題
発
生
は
古
く
、

一
九
二

0
年
代
に

始
ま
る
。
当
時
の
流
通
問
題
は
何
で
あ
り
、
旧
二
条
は
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
意

義
を
持
っ
た
の
か
が
、
ま
ず
問
題
と
な
る
。

な
お
、
以
下
の
問
題
に
つ
い
て
本
節
の
分
析
は
、
そ
の
大
部
分
を
、
中
野

〔

1
}

安
氏
の
優
れ
た
分
析
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。
ま

た
、
同
氏
の
分
析
の
視
点
と
、
本
論
文
の
分
析
視
点
に
は
差
異
が
あ
る
こ
と

も
、
断
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
流
通
革
新
と
し
て
、
百
貨
広
、
チ
ェ
ー
ン

な
ど
が
あ
る
が
、
対
価
差
別
問
題
に
関
係
す
る
も
の
は
チ
ェ
ー
ン
で
あ
る
。
チ

ェ
l
ン
の
出
現
は
一
九
世
紀
後
半
で
あ
る
が
、
急
速
な
発
展
は
一
九
一

O
年
以

後
で
あ
る
。
そ
の
原
閣
は
基
本
的
に
は
、
生
産
面
特
に
消
費
財
産
業
に
お
け
る

ビ
ッ
グ
ビ
ジ
ネ
ス
の
出
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
巨
大
な
生
産
力
に
対
応
し
、
し
た

が
っ
て
ま
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
大
最
の
商
品
の
供
給
を
能
率
的
に
処
理
し

得
る
流
通
機
構
を
要
請
し
た
。
同
時
に
、
そ
れ
自
体
、
大
長
生
産
に
必
然
的
な

商
品
の
規
格
化
を
促
進
し
、
消
費
行
動
を
従
来
の
小
売
商
に
支
配
的
で
あ
っ
た

の
れ
ん
・
サ
ー
ビ
ス
等
と
無
関
係
の
商
品
本
位
の
そ
れ
へ
と
移
行
さ
せ
る
も
の

で
あ
り
、
商
業
関
の
価
格
競
争
の
素
材
を
生
み
出
す
も
の
と
も
な
っ
た
。
こ
れ

に
対
応
し
て
急
速
な
成
長
を
遂
げ
た
の
が
、
チ
ェ
ー
ン
で
あ
っ
た
。

チ
ェ
ー
ン
の
特
徴
と
し
て
、
①
特
に
発
展
の
初
期
に
重
要
で
あ
っ
た
販
売
商

で
の
経
営
革
新
、
例
え
ば
現
金
持
帰
り
制
、
②
チ
ェ
ー
ン
方
式
そ
の
も
の
か
ら

の
組
織
的
利
点
、
大
規
模
性
に
よ
る
利
点
、
卸
の
統
合
H
兼
営
、
③
巨
大
な
仕

入
れ
力
を
背
景
と
し
た
強
力
な
交
渉
力
故
に
、
供
給
先
か
ら
各
種
の
割
引
・
控

除
・
仲
介
料
等
を
獲
得
で
き
、
し
た
が
っ
て
実
質
的
価
絡
優
遇
を
享
受
で
き
る
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』
と
、
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、
経
費
で
は
卸
・
小
売
商
の
経
費
合
計
が
、
靴

で
三
八
・
O
M
、
食
料
品
で
二
五
・
三
%
に
対
し
、
チ
ェ
ー
ン
で
は
、
靴
で
二

九
・
七
%
、
食
料
品
で
一
入
・
五
%
と
い
っ
た
デ
ー
タ
が
あ
る
。
ま
た
、
価
格

で
は
、
卸
・
小
売
チ
ャ
ネ
ル
の
合
計
マ
ー
ジ
ン
二
八
・
二
%
に
比
し
、
チ
ェ
ー

ン
一
九
・
九
%
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
分
業
に
よ
る
専
門
化

に
基
づ
く
単
純
労
働
分
野
の
相
対
的
拡
大
に
よ
る
低
賃
金
が
重
要
で
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
チ
ェ
ー
ン
の
卸
統
合
に
よ
る
直
接
取
引
、
卸
価
格
仕
入
れ

要
求
を
、
製
造
側
は
当
初
、
未
だ
チ
ェ
ー
ン
の
重
要
性
が
少
な
い
段
階
で
は
、

独
立
商
の
反
対
に
よ
り
拒
否
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
二
O
l
一
一
一
年
不
況

を
機
に
、
製
造
側
は
、
大
量
生
産
U
製
品
規
格
化
の
進
展
を
背
景
に
、
低
い
販

売
コ
ス
ト
、
掛
売
り
危
険
の
少
な
さ
、
大
量
販
売
と
売
上
げ
代
金
回
収
の
早
さ

等
の
メ
リ
ッ
ト
か
ら
、
チ
ヱ
l
ン
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
行
っ
た
。

③
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
0
年
代
の
競
争
の
激
化
、
過
剰
設
備
の
圧
力
の
も

と
で
、
チ
ェ
ー
ン
が
獲
得
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、

F
T
C
の
調
査
に
よ
れ

ば
、
食
料
品
チ
ェ
ー
ン
は
小
売
売
上
高
の
四
四
%
を
占
め
て
い
た
の
に
す
ぎ
な

い
の
に
、
対
卸
商
向
も
含
め
て
実
施
さ
れ
た
割
引
・
控
除
の
九
O
%
を
占
め
て

い
た
。
一
九
三
四
年
の

A
&
P
は
、
約
六
O
O
万
ド
ル
の
広
告
控
除
、
約
二
O

O
万
ド
ル
の
仲
介
料
を
得
た
が
、
純
利
潤
二
ハ
七
一
万
ド
ル
に
比
し
て
大
き
さ

は
明
白
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
、
自
動
車
交
通
の
発
達
、
都
市
化
進
展
を
背
景
に
、
チ
ェ
ー

ン
は
一
九
二
九
年
に
全
小
売
売
上
総
額
中
、
シ
ェ
ア
が
二
二
・
二
%
、
一
九
三

三
年
に
は
二
五
%
に
達
し
、
一
九
二
九
年
に
雑
貨
で
八
九
・
六
%
、
靴
で
四
五
・

七
%
な
ど
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
た
、
と
の
デ
ー
タ
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
独
立
荷
の
開
業
一
年
内
の
廃
業
率
は
、
食
料
品
六
0
・
0
%
、

靴
四
三
・
八
%
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
独
立
小
売
商
の
崩
壊
は
、
小
売
商
に

対
す
る
信
用
と
供
給
の
源
泉
を
な
し
て
い
た
卸
商
の
没
落
へ
も
つ
な
が
る
も
の

で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
経
済
状
況
に
対
し
て
、
独
立
商
は
ど
う
い
っ
た
対
処
を
し
た
で

あ
ろ
う
か
。

小
売
商
の
中
に
は
、
共
同
購
入
チ
ェ
ー
ン
の
結
成
が
見
ら
れ
、
卸
商
主
宰
チ

ヱ
l
γ
も
登
場
し
た
。
ま
た
、
製
造
側
に
対
し
、
チ
ェ
ー
ン
へ
の
販
売
価
格
を

引
き
上
げ
る
よ
う
に
独
立
商
に
よ
り
圧
力
が
か
け
ら
れ
、
脅
迫
や
ボ
イ
コ
ッ
ト

の
手
段
も
採
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
し
か
し
、
チ
ェ
ー
ン
の
前
進
を
止
め
る
の
に

失
敗
し
た
ば
か
り
か
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
の
不
当
な
取
引
制
限
、
不
公
正
な

競
争
手
段
と
し
て
訴
追
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

』
の
状
況
に
対
し
て
独
立
商
は
立
法
運
動
を
展
開
し
、
ま
ず
州
段
階
で
チ

ェ
l
ン
に
懲
戒
的
意
味
の
税
金
を
課
す
る
州
法
が
成
立
し
た
。

は
一
三
の
州
税
法
が
成
立
し
、
パ
ッ
ト
マ
ン
下
院
議
員
の
連
邦
法
提
案
に
帰
結

一
九
三
三
年
に
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し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
違
憲
判
決
を
受
け
る
州
法
も
多
く
、
連
邦
法
は
成

立
ぜ
ず
、
チ
ェ
ー
ン
阻
止
の
試
み
は
失
敗
に
帰
し
た
。

ま
た
独
立
商
は
、
チ
ェ
ー
ン
に
対
す
る
低
価
格
販
売
・
割
引
・
控
除
を
規
制

す
る
法
制
も
望
ん
だ
。
旧
二
条
は
次
節
で
見
る
諸
点
か
ら
、
独
立
商
を
守
る
意

義
は
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

N
I
R
A法
下
の
公
正
競
争
規
約

で
一
応
実
現
さ
れ
た
。
製
造
側
は
、
伝
統
的
な
卸
チ
ャ
ネ
ル
以
外
へ
の
配
給
を

禁
ぜ
ら
れ
た
り
、
チ
ェ
ー
ン
が
卸
機
能
を
果
た
し
て
も
小
売
商
並
の
機
能
割
引

し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
量
割
引
の
限
定
・
仲
介
料
支
払
い
禁
止
・
広
告

控
除
公
開
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
チ
ェ
ー
ン
側
の
抵
抗
で
、

事
実
上
ミ
運
用
不
能
と
な
っ
た
う
え
、
一
九
一
二
五
年
、
違
憲
判
決
を
受
け
た
。

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

こ
れ
に
対
ず
る
独
立
商
の
新
立
法
運
動
が
、

ッ
ト
マ
ン
改
正
を
帰
結
す
る
。

一
九
三
六
年
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
パ

次
に
製
造
側
の
利
害
関
係
・
動
き
を
見
ょ
う
。
大
量
販
売
機
構
の
側
面
か
ら
、

製
造
側
は
チ
ェ
ー
ン
の
税
法
的
な
規
制
に
は
、
利
益
を
見
い
出
さ
な
い
。
こ
れ

に
対
し
、
再
販
売
価
格
維
持
、
割
引
・
控
除
引
き
下
げ
に
は
利
益
が
あ
る
。

再
販
売
価
格
維
持
と
の
利
害
関
係
を
示
す
。
製
造
側
は
、
特
に
初
期
の
チ

ェ
l
ン
の
未
発
達
期
に
お
い
て
は
独
立
商
の
ル

1
ト
を
通
じ
て
も
か
な
り
の
量

の
販
売
を
な
す
必
要
が
あ
る
。
チ
ェ
ー
ン
と
の
競
争
で
苦
境
に
陥
っ
た
独
立
商

は
、
製
造
側
に
対
し
て
値
引
き
を
要
求
し
た
り
、
販
売
意
欲
の
減
退
、
競
争
品

へ
の
取
扱
い
転
換
な
ど
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
中
で
、
タ
バ
コ
産
業
の
シ
ガ
レ

ヅ
ト
部
門
の
よ
う
な
強
固
な
寡
占
的
協
調
体
制
を
維
持
し
て
い
た
部
門
で
は
、

製
造
側
は
商
業
部
門
で
の
競
争
の
圏
外
に
存
在
し
て
い
た
が
、
他
産
業
で
は
出

荷
価
格
の
引
き
下
げ
に
追
い
こ
ま
れ
る
等
、
寡
占
間
協
調
が
崩
壊
す
る
原
因
と

も
な
っ
て
い
た
。

割
引
・
控
除
引
き
下
げ
と
の
製
造
側
の
利
害
関
係
ν

を
示
そ
う
。

一
九
二

C
年

代
後
半
の
合
同
に
よ
り
、
製
造
側
に
あ
る
程
度
の
地
位
強
化
が
見
ら
れ
た
も
の

の、

一
九
一
ニ

0
年
代
不
況
期
で
は
活
発
な
製
造
企
業
間
競
争
の
展
開
の
中
で
、

売
上
高
減
少
に
よ
る
間
接
費
増
加
の
回
避
の
為
に
も
、
チ
ェ
ー
ン
の
要
求
に
寛

大
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
チ
ェ
ー
ン
に
対
す
る
相
対
的
地
位
が
低
下
し
、
高
率

の
割
引
・
控
除
が
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
引
台
下
げ
が
製
造
側
に
目
指
さ

れ
た
。
こ
の
帰
結
と
し
て
、

再
販
売
価
格
維
持
法
と
し
て
一
九
三
七
年
の
ミ

ラ
l
・
タ
イ
デ
ィ

γ
グ
ス
法
、
か
、
叉
、
割
引
・
控
除
引
き
下
げ
を
も
た
ら
す
も

の
と
し
て
一
九
三
六
年
の
グ
レ
イ
ト
ン
法
二
条
に
対
す
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
パ
ッ

ト
マ
ン
改
正
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
史
的
分
析
を
基
に
、
本
論
文
の
主
題
に
関
係
さ
せ
て
論
理
を

展
開
し
よ
う
。

我
が
国
で
は
、
現
在
、
流
通
系
列
化
規
制
が
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
違
法
な
再
販
売
価
格
維
持
の
基
盤
の
排
除
を
通
じ
て
流
通
段
階
の
競
争

を
活
発
化
さ
せ
、

製
造
側
寡
占
協
調
体
制
を
崩
す
こ
と
も
、
狙
い
と
し
て
い

た
。
こ
れ
と
対
価
差
別
規
制
と
の
総
合
的
考
慮
が
課
題
と
な
る
こ
と
を
、
既
に
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第
一
章
第
一
節
で
指
摘
し
て
お
い
た
。

流
通
系
列
化
規
制
の
結
果
、
再
販
売
価
格
維
持
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、

い
か
な
る
事
態
の
発
生
が
考
え
ら
れ
る
か
改
め
て
論
じ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
大

規
模
商
の
購
買
力
の
前
に
大
幅
な
値
引
き
が
行
わ
れ
、
か
っ
、
大
規
模
商
が
活

発
な
廉
売
を
行
う
よ
う
に
な
る
と
、
中
小
小
売
商
は
製
造
側
に
対
し
自
ら
へ

の
値
引
き
、
大
規
模
商
へ
の
販
完
価
格
引
き
上
げ
な
ど
を
要
求
す
る
よ
う
に
な

る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
製
造
側
に
十
分
な
市
場
支
配
力
が
な
く
、
か

っ
、
中
小
小
売
商
の
チ
ャ
ネ
ル
も
重
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
出
荷
価
格
の
ら
せ

ん
状
の
引
き
下
げ
か
ら
、
家
占
間
協
調
の
崩
壊
に
至
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

大
規
模
商
が
十
分
発
達
し
て
く
る
と
、
中
小
小
売
商
が
製
造
側
に
大

(
な
お
、

規
模
商
へ
の
出
荷
価
格
の
引
き
上
げ
を
単
に
要
求
し
て
も
、
受
け
入
れ
ら
れ
る

余
地
は
な
く
な
る
。
ま
た
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
手
段
で
要
求
が
為
さ
れ
る
場
合

は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
禁
止
す
る
独
占
禁
止
法
に
抵
触
す
る
J

そ
の
場
合
、
対
価
差
別
の
規
制
は
、
何
を
も
た
ら
ず
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
経
済
的
非
差
別
で
も
価
格
差
そ
の
も
の
を
問
題
視
し
、
大
規
模
商

へ
の
安
価
販
売
そ
の
も
の
を
規
制
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
上
記
の
メ
カ

ニ
、
ス
ム
は
作
用
で
き
ず
、
再
販
売
価
格
維
持
を
規
制
す
る
意
義
の
-
つ
は
意
味

を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
は
、
明
白
に
政
策
上
の
衝
突

を
来
た
す
こ
と
に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
小
小
売
商
も
激
し
い
競
争

に
さ
ら
さ
れ
る
も
の
の
、
値
崩
れ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
、
結
局
、
低
価
格
供
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
た
と
え
中
小
事
業
者
保
議
論
を
採
ろ
う

と
も
法
規
制
を
加
え
る
ま
で
も
な
い
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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第
二
に
、
経
済
的
差
別
に
ま
で
該
当
す
る
価
格
差
、
大
規
模
商
へ
の
大
幅
割

引
を
規
制
す
る
立
場
に
立
つ
で
も
来
た
し
て
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
か
、
問
題
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
差
別
は
発
生
し

て
も
、
そ
も
そ
も
長
期
間
存
続
し
な
い
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ

は
、
製
造
側
寡
占
協
調
を
崩
し
、
全
般
的
な
競
争
の
活
発
化
の
発
生
が
も
た
ら

さ
れ
る
過
程
の
も
の
で
あ
る
、
と
見
ら
れ
る
o

つ
ま
り
、
第
一
章
第
三
節
の
経

済
理
論
で
論
じ
た
よ
う
に
恒
常
的
な
も
の
の
み
を
規
制
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
が
、
改
め
て
確
認
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
恒
常
的
価
格
差
別
と
は
、
購
買
力
に
基
づ
き
大
規
模
商
に
安
価

な
供
給
が
為
さ
れ
な
が
ら
、
中
小
小
売
商
の
チ
ア
不
ル
の
必
要
性
の
低
下
な
ど

か
ら
、
中
小
小
売
商
の
要
求
が
無
視
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

製
造
側
の
流
通
系
列
化
に
は
、
大
規
模
商
の
対
抗
力
を
抑
え
る
目
的
で
、
自

(
3
)
 

己
系
列
腐
を
維
持
す
る
面
が
あ
る
が
、
系
列
化
E

産
業
で
は
系
列
化
規
制
の
後
に

来
る
問
題
と
し
て
、

購
買
力
問
題
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
田
匂
わ

れ
る。結

局
、
法
律
上
は
、
差
別
の
恒
常
性
の
認
定
の
重
視
が
、
政
策
的
に
重
要
で

あ
る
、
と
恩
わ
れ
る
。

系
列
化
規
制
の
視
点
の
前
提
を
除
い
て
捉
え
れ
ば
、

(
な
お
、

恒
常
的
価
格



差
別
の
問
題
と
し
て
、
大
規
模
商
が
販
売
価
格
面
で
は
さ
ほ
ど
廉
売
し
て
お
ら

ず
、
購
買
力
で
得
た
利
益
を
非
価
格
競
争
に
つ
ぎ
込
ん
で
い
る
場
合
な
ど
も
問

題
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
)

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

(

1

)

当
時
の
小
売
業
界
の
状
況
に
つ
い
て
、
中
野
安
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

小
売
業
の
再
編
成
過
程
に
つ
い
て
」
(
『
香
川
大
学
経
済
論
叢
』
一
二
六
巻
五

号
・
一
九
六
三
)
一
六
六
二

O
三
頁
。
(
以
下
、
引
用
の
場
合
は
中
野

①
と
す
る
。
)

チ
ェ
ー
ン
税
法
を
め
ぐ
る
分
析
に
つ
い
て
、
中
野
安
「
三

0
年
代
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
小
売
配
給
の
諸
問
題
山
」
(
『
呑
川
大
学
経
済
論
叢
』
一
二
八

巻
四
号
・
一
九
六
五
)
四
四
1

六
九
頁
。
(
以
下
、
中
野
②
と
す
る
。
)

ロ
ビ
γ

ソ
ン
・
パ
ッ
ト
マ
ン
法
の
制
定
期
、
す
な
わ
ち
グ
レ
イ
ト
ン
法

二
条
改
正
期
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
中
野
安
「
コ
一

0
年
代
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
小
売
配
給
の
諸
問
題
凶
」
(
『
香
川
大
学
経
済
論
叢
』
三
九
巻
四
号
・

一
九
六
六
)
一

l
四
七
頁
。
(
以
下
、
中
野
③
と
す
る
。
)

再
販
売
価
格
維
持
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
中
野
安
『
価
格
政
策
と
小
売

商
業
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
一
房
一
九
七
五
)
。

な
お
、
細
か
い
引
用
頁
は
、
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

(

2

)

以
上
、

N
I
R
A
期
に
つ
い
て
は
、
。
、
・
円
む
・
列
。
唱
9

2】・
5
1
H
H

に

よ
る
。

(
3
〉
実
方
謙
二
「
流
通
系
列
化
の
競
争
制
限
効
果
と
違
法
性
の
基
準
」
(
『
経

済
法
学
会
年
報
』
第
一
号
通
巻
二
三
号
・
一
九
八

O
〉
八
頁
。

第

節

旧
二
条
の
成
立
経
緯
・
判
例
分
析

ま
と
め

旧
二
条
の
ル
l
ツ
は
、
一
九
世
紀
末
の
巨
大
ト
ラ
ス
ト
形
成
時
代
に
あ
る
、

(
1
)
 

と
言
わ
れ
る
。
一
九
一
一
年
、
最
高
裁
判
所
で
シ
ャ

l
マ
ン
法
違
反
判
決
が
下

さ
れ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
オ
イ
ル
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
犯
罪
の
中
に
は
、

二
種
類
の
差
別
的
行
為
が
含
ま
れ
て
い
た
。
①
地
域
的
価
格
差
別
な
い
し
、
局

地
的
価
格
切
り
下
げ
と
、
②
鉄
道
会
社
か
ら
の
秘
密
の
リ
ベ
ー
ト
受
け
取
り
と

(
2
)
 

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
判
決
で
は
、
別
の
理
由
で
違
法
性
が
認
定
さ
れ
て

い
て
、
実
際
に
差
別
的
な
行
為
が
あ
っ
た
か
、
そ
れ
に
法
律
上
い
か
な
る
意
義

(
3
)
 

が
あ
っ
た
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
判
断
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
残
さ
れ
た
。

本
件
に
お
け
る
最
高
裁
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
対
す
る
不
満
が
、
三
年
後
の
ク
レ

イ
ト
ン
法
と

F
T
C
法
の
制
定
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
。

グ
レ
イ
ト
ン
法
は
、
シ
ャ

l
マ
ン
法
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
と
し
て
の
限
界
を
補

完
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
、
独
自
な
視
点
か
ら
独
占
禁
止
を
進
め
よ

う
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
終
的
に
反
競
争
的
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
行
為
ま
た
は
慣
行
を
、
初
期
の
段
階
で
捉
え
よ
う
と
す

北法33(2・111)409

る
も
の
で
あ
っ
た
。
著
し
く
競
争
を
弱
化
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
蓋
然
性
の
あ

(
4
)
 

る
行
為
に
、
違
法
性
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
5
)
 

対
価
差
別
規
制
条
項
は
、
二
条
で
あ
る
。
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「
通
商
に
従
事
す
る
者
が
、
そ
の
通
商
の
過
程
に
お
い
て
、
直
接
で
あ
る
と

間
援
で
あ
る
と
を
関
わ
ず
、
商
品
の
異
な
る
需
要
者
間
に
価
格
の
面
で
差
別
す

る
こ
と
は
、
:
・
:
か
か
る
差
別
の
結
果
が
通
商
の
い
ず
れ
か
の
部
分
に
お
い
て

競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
こ
と
と
な
り
、
叉
は
、
独
占
を
形
成
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
違
法
と
す
る
o

た
だ
し
、
販
売
さ
れ
る
蕗
ロ
聞
の
等

級
、
品
質
も
し
く
は
数
量
に
お
け
る
差
異
を
理
由
に
、
又
は
、
販
売
若
し
く
は

輸
送
の
コ
ス
ト
の
差
を
単
に
正
当
に
劉
酌
し
た
価
格
の
面
に
お
け
る
差
別
に
は

適
用
し
な
い
。
叉
、
同
じ
か
若
し
く
は
周
到
な
る
社
会
で
、
善
意
で
競
争
に
対
抗

す
る
為
に
行
わ
れ
た
価
格
の
面
に
お
け
る
差
別
に
は
適
用
し
な
い
O
i
-
-
・」

(
吋
ゲ
三
伊
丹

mrmロ
ゲ
伶

E
M
F
=
E
-
円

C
H
S
M『
唱
。
吋

ωDロ
g
問
問
問
。
牛
山
口

nOB'

S
R
n
p
志
向
r
o
n
o
E円
Z
C岡
田
口
円

}
M
E
B
B
R
n♂
包
同
町

2
去
5
2
-
M
2

山
口
《
出
足
ロ
昨
日
可

g
《同日

R
Z
5
5
2
0
宙
開
E
n
o
F
2君
。
。
ロ
岳
民

R

E丹
吉
岡

e

円
rm閉め司由

D同
ロ

o
s
s
a
x
F
o
p
-
-
-
-句
者

Z
Z
F
0
0民
0
2
0同
m
z
n
F
L
U
S

ロ
ュ

S
E
R
-
-ロ

g
h
q
v
o
g
E同
協
同
恒
三
宮
口
同

}
E
Zロ
ロ

O
B宮
岳
山

Cロ

2

芯
ロ
仏
件
。

nH020
由
自
己
ロ

03-u『
5

8
可
ロ
ロ

o
q同
2
5
5
2
2日、、
Q 

三
岳
門
戸
吋
町
三
ロ

2
r
Fロ
m
r
t
o山
口
円

Dロ
冨
即
日
仏
国

E
-
H
官
ぬ
ぐ

g
同

L
Uロ
ユ

S
S

5
2
-
c口
広
岡
耳
目
白

m
-
V
2唱
。
。
ロ
唱
=
円
ロ
ゲ
白

ω
O
H
ω
O同
口

0
5目。円四
E
2
0ロ

R
E

ロ
O
Eロ
件
。
同
《
出
向
。
円
。
ロ
ロ
何
回
目
ロ
己

H
m
m門田
L0・
A口
白
口
同
一
示
。
円

A
E白口伸一円一可

oh
仲}回。

ロ
o
s
s
a
-
q
由

D
E
-
-司
吾
巳
ヨ
目
r
g
c己可

p
w
o
t
H
C唱
曲
ロ

n
o
F
H
色
町
内

e

rzロ
2

5
岬

y
o
n
c
m件
。
同
詰
百
ロ
問
。
円
可

g
m
M
E吋
広
三

O
P
2
色
町

ω口
HFSe

山
口
己
目
。
ロ

Z
H
U
H
-
n
m
E
手
四
回
白
包
品
。
門
会
問
。
日
口
問

n
o
s
s
z
E己
角
川
切
富
包
。

山
口
問

g
角H
p
r
r
Z
5
0
2
2
B
M】
R
E
D
R
. . . ， 
. 
) 

一
九
一
四
年
の
下
院
司
法
委
員
会
報
告
か
ら
、

二
条
制
定
の
主
た
る
目
的

は
、
財
政
的
に
強
力
な
事
業
者
に
よ
る
地
域
的
対
価
差
別
に
よ
り
他
の
売
手
の

(
6
}
 

競
争
上
の
地
位
を
侵
害
す
る
行
為
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
見
ら
れ
る
。

二
条
は
文
言
上
、
通
商
の
い
ず
れ
か
の
部
分
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
減

殺
す
る
こ
と
と
な
る
か
、
又
は
、
独
占
を
形
成
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
差
別
を
逮

法
と
す
る
。
そ
し
て
但
書
き
で
、
ま
ず
、
種
類
・
等
級
・
数
量
の
差
異
に
基
づ

く
も
の
と
、
販
売
・
輸
送
コ
ス
ト
差
を
正
当
に
掛
酌
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の

を
、
正
当
化
理
由
と
し
て
認
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
段
の
規
定
に
は
、
後
段

の
「
正
当
に
劉
酌
す
る
」
の
限
定
が
な
い
為
に
、
た
と
え
わ
ず
か
な
も
の
で
も

取
扱
い
数
量
の
差
が
存
在
す
れ
ば
、
差
別
の
反
競
争
性
の
有
無
に
か
か
わ
り
な

く
違
法
性
は
問
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
他
、
但
書
き
は
普

意
で
競
争
に
対
抗
す
る
為
の
差
別
な
ど
を
正
当
化
理
由
と
し
て
認
め
て
い
る
。

次
に
旧
二
条
下
で
の
機
能
割
引
に
関
す
る
事
例
を
分
析
す
る
。

(
7
)
 

一
、
メ
ン
ネ
ン
事
件
(
一
九
二
二
年
)

本
件
は
、
チ
ェ
ー
ン
に
対
抗
し
て
結
成
さ
れ
た
卸
機
能
を
果
た
す
小
売
業
者

(
5
5
-
R
以
下
、

R
と
記
す
〉
の
共
同
購
入
組
織
に

R
割
引
し
か
与
え
な
か
っ

た
こ
と
を
、

F
T
C
が
他
の
卸
業
者
〈
耳
目
MO}2止
命
円
以
下
、

W
と
記
す
)
に
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対
し
て
差
別
す
る
も
の
、
と
し
て
違
法
と
し
た
が
、
上
訴
裁
判
所
が
法
は
差
別

を
行
う
光
手
の
競
争
者
と
の
競
争
を
阻
害
(
一
段
階
侵
害
〉
す
る
場
合
に
の
み

適
用
さ
れ
、
本
件
は
そ
れ
に
該
当
し
な
い
、
と
し
て
破
棄
し
た
事
例
で
あ
る
。

未
だ
チ
ェ
ー
ン
や
共
同
組
織
の
力
が
弱
い
時
期
で
、
メ
ー
カ
ー
が
旧
来
の
流

通
業
者
の
意
向
を
尊
重
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
本
件
は
、
他
の
メ
ー
カ
ー
は

W
割
引
を
与
え
て
い
た
の
に
、
被
告
冨

g
Sロ
ゎ
c
・
(
以
下
、

M
と
記
す
)

は
、
旧
来
の
流
通
業
者
の
活
発
な
販
促
活
動
を
行
う
ζ

と
に
対
す
る
引
き
換
え

と
し
て
、
共
同
組
織
を

R
な
み
に
扱
っ
て
い
た
。

M
は
、
打
ち
粉
・
ね
り
術
開
み
が
き
・
シ
ェ

l
ピ
ン
グ
ク
リ
ー
ム
な
ど
の
商
品

の
製
造
・
販
売
を
行
う
事
業
者
で
あ
り
、
所
謂
、
ド
ラ
ッ
グ
部
門
に
属
す
る
。
間

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

一
九
一
七
年
に
始
ま
る
。

差
別
の
程
度
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
一
九
二

O
年
一
月
一
日
以
降
の
も
の

は
、
仲
卸
業
者
〈
〕

orZ♂
以
下
、

J
と
記
す
)
な
い
し

W
と
分
類
し
た
客
に

一
円
)
グ
ロ
ス
以
上
の
販
売
の
場
合
、
定
価
か
ら
、
機
能
割
引
が
、

題
に
さ
れ
て
い
る
差
別
は
、

は;

O 
% 

+
五
%
(
、
す
な
わ
ち
、
十
四
・
五
%
)
、
及
び
、
現
金
決
済
の
場
合
に
更
に
コ
一
%

の
所
謂
、
現
金
割
引
を
、
差
し
引
い
て
販
売
し
た
。
他
方
、

R
と
分
類
し
た
客

に
は
、
同
量
の
購
入
に
対
し
て
、
定
価
か
ら
、
機
能
割
引
を
一

O
Mだ
け
、
そ

れ
に
五
%
の
現
金
割
引
を
差
し
引
い
て
販
売
し
た
o

他
期
間
の
割
引
量
も
、
お

お
む
ね
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
同
種
同
量
の
商
品
を
購
入
す
る
顧
客
間
を

差
別
し
て
い
る
。
な
お
、

W
-
J
向
け
価
格
表
は

R
に
は
送
ら
れ
て
お
ら
ず
、

W
-
J
向
け
の
割
引
量
が

R
よ
り
大
き
い
こ
と
を
知
ら
な
い

R
も
い
る
@

問
題
と
さ
れ
た
の
は
、

R
の
共
同
組
織
が
、

w
a
J
と
同
量
を
購
入
し
-
て

も、

R
と
分
類
さ
れ
て

R
割
引
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
が

w
・
J
と
、
共
同
組
織
の
問
の
競
争
を
妨
げ
、
減
殺
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ

り
、
卸
分
野
か
ら
共
同
組
織
を
排
除
し
、
そ
の
商
品
に
対
す
る
卸
分
野
で
の
流

通
チ
ャ
ネ
ル
の
一
つ
を
閉
鎖
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
共
同
組
織
の
性
格
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
法
人
の
組
織
で
あ

り、

M
や
W
か
ら
大
量
購
入
を
行
っ
て
小
規
模
R
の
競
争
者
よ
り
低
価
格
購
入

を
し
て
い
た
大
規
模

R
に
対
し
、
そ
れ
と
の
競
争
に
対
抗
し
得
る
価
格
で
購
入

し
よ
う
、
と
の
小
R
の
努
力
に
由
来
す
る
o

共
同
組
織
は
、

R
に
卸
流
通
サ
l

ピ
ス
を
原
価
で
提
供
す
る
と
と
も
に
、
コ
ス
ト
を
最
小
限
に
引
き
下
げ
た
。
そ

れ
は
、
ハ
門
メ
ン

λ

l
シ
ヅ
プ
或
い
は
恒
常
的
販
売
に
よ
り
顧
客
に
接
触
す
る
こ

と
で
、
繰
り
返
し
個
人
的
販
促
活
動
を
行
う
セ

l
ル
λ

マ
ン
の
雇
用
の
必
要
性

と
コ
ス
ト
の
大
部
分
を
削
除
し
た
こ
と
、
同
電
話
・
カ
タ
ロ
グ
回
覧
の
勧
誘
法

を
採
っ
た
こ
と
、
同
年
間
五
J
二
O
回
の
商
品
回
転
に
よ
り
大
規
模
資
本
と
大

規
模
ス
ト
ッ
ク
の
必
要
性
を
回
避
し
間
接
費
を
削
減
し
た
こ
と
、
帥
キ
ヤ
ッ
ケ

北法33(2・113).411

ュ
、
短
期
信
用
で
の
事
業
活
動
に
よ
り
、
悪
い
信
用
a

金
融
費
用
を
削
減
し
た

こ
と
、
同
事
務
費
を
削
減
し
た
こ
と
、
の
手
段
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
付
原
価
販
売
に
よ
っ
て
、
獲
得
さ
れ
た
低
価
格
・
高
割
引
を
R
に

実
現
さ
せ
た
り
、

ω一
定
期
間
終
了
後
に
、
加
入
者
に
対
し
て
利
益
配
当
日
を
与
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え
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

ま
だ
、

M
の
共
同
組
織
へ
の
販
売
に
、
よ
り
多
く
の
コ
ス
ト
が
か
か
っ
た
と

の
証
拠
も
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、

J
や

W
は、

一
般
に
コ
ス
ト
に
加
え
、
卸
流
通
サ
ー
ビ
ス
に

対
す
る
利
益
分
も
要
求
し
つ
つ
、
大
量
ス
ト
ッ
ク
を
保
持
し
多
数
の
セ
ー
ル
ス

マ
ン
を
雇
用
し
よ
り
長
期
の
信
用
を
与
え
て
い
る
が
、
中
に
は
セ
ー
ル
ス
マ
ン

も
雇
わ
ず
カ
タ
ロ
グ
も
発
行
し
な
い
な
ど
、
共
同
組
織
の
サ
ー
ビ
ス
を
も
行
っ

て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

共
同
組
織
は
、

R
割
引
し
か
得
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
の
利
用
の
意
義
が
な
く
な

り
、
そ
の
注
文
は
奪
い
と
ら
れ
る
こ
と
を
帰
結
す
る
。

他
の
製
造
業
者
も
共
同
組
織
に
販
売
す
る
以
上
、

M
一
者
の
行
為
の
み
で
は

影
響
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
き
、

M
が
年

一五

O
万
ド
ル
の
販
売
額
で
、
全
国
的
に
広
告
し
て
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
、
実

際
上
、
全
W
に
と
っ
て
客
の
需
要
に
答
え
る
為
に
は
取
扱
い
が
不
可
欠
で
あ

り
、
利
益
が
な
く
損
失
を
こ
う
む
っ
て
で
も
取
り
扱
う
必
要
が
あ
っ
た
旨
、
事

実
認
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
等
級
・
品
質
・
数
量
の
差
異
に
基
づ
く
価
格
差
で
は
な
い
な
ど
、

二
条
但
書
き
の
正
当
化
事
由
に
該
当
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
示

さ
れ
て
い
る
。

本
件
は
、

F
T
C法
五
条
に
も
同
時
に
違
反
す
る
、
と
さ
れ
た
う
え
で
排
除

措
置
命
令
が
出
さ
れ
た
一
が
、
そ
れ
は
機
能
割
引
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
禁
止
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

」
の
審
決
に
対
し
て
控
訴
が
為
さ
れ
、
破
棄
さ
れ
た
。

(
8
)
 

上
訴
裁
判
所
判
決
(
一
九
二
三
年
〉

そ
の
理
由
は
、
下
院
司
法
委
員
会
報
告
が
、
二
条
目
的
を
地
域
的
対
価
差
別

O 
規
制
に
あ
る
と
し
て
い
る
、
と
読
ん
で
、
法
案
文
号
一
一
口
の
制
定
過
程
で
の
変
更
に

よ
り
、
法
は
差
別
を
行
う
売
手
の
競
争
者
と
の
競
争
を
阻
害
す
る
植
物
合
仁
の
み

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
本
件
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
か
ら
違
法
性
は
な

い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
主
た
る
理
由
の
他
に
、
第
二
の
理
由
づ
け
が
取
引
拒
絶
に
関
し
て
述
べ

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

M
に
は
、
独
占
形
成
・
維
持
の
意
図
を
持
っ
て
い
た
、

と
の
認
定
が
な
い
以
上
、

M
は
W
の
み
に
販
売
す
る
か
、

R
に
も
販
売
す
る
か

の
自
由
裁
量
権
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
前
も
っ
て
販
売
す
る
場
合
の
条
件
提
示
を

す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
結
果
的
に

M
に
R
と
W
と
に
同
条
件
で
販
売
す
る
か

一
合
か
の
決
定
を
下
す
権
利
が
あ
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

更
に
そ
れ
に
関
連
し
て
第
三
の
理
由
づ
け
に
も
な
り
得
る
見
解
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
o

す
な
わ
ち
、
買
手
が
W
な
の
か

R
な
の
か
は
、
購
入
長
・
購
入
の
性

格
で
は
な
く
て
、
販
売
商
で
決
め
ら
れ
る
、
と
述
べ
、

W
は
最
終
消
費
者
に
対

し
て
で
は
な
く
、

J
な
い
し

R
に
販
売
す
る
者
で
あ
る
、
と
す
る
。
共
同
組
織

北法33(2・114)412



は、

R
の
み
で
構
成
さ
れ
て
在
庫
の
保
持
を
行
い
、
そ
の
メ
ン
λ

ー
は
最
終
消

費
者
に
販
売
し
て
い
る
、
と
認
定
し
、
共
同
組
織
を
R
と
認
定
し
た
。

上
訴
裁
判
所
は
、
競
争
侵
害
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
何
ら
論
じ
て
い
な
い
。

〈

9
}

第
一
の
理
由
づ
け
は
、
後
に
別
の
ケ
i
ス
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、
法
文

言
に
あ
い
ま
い
な
点
は
な
く
、
議
会
意
図
の
援
用
は
不
明
瞭
な
場
合
に
の
み
す

る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
に
は
該
当
し
な
い
、
と
し
て
否
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
購
入
者
間
競
争
に
影
響
す
る
対
価
差
別
へ
の
こ
条
適
用
の
途

が
関
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

次
に
第
二
の
取
引
拒
絶
に
関
し
た
理
由
づ
け
も
、
選
ば
れ
る
必
要
が
な
い
の

に
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
現
実
に
差
別
さ
れ
て
い
る
の
に
問
題
に
し
得
な

(
叩
)

い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
り
根
拠
薄
弱
と
言
え
よ
う
。

判
例
理
論
の
第
三
点
目
こ
そ
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
パ
ッ
ト
マ
ン
改
正
の
過
程
や

そ
の
後
の

F
T
C
の
法
運
用
の
主
流
を
形
成
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

本
件
で
の

F
T
C
の
差
止
命
令
は
、
機
能
割
引
を
全
面
的
に
否
認
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
別
の

J
機
能
の
み
、

R
機
能
の
み
、

J
R
両
機
能
を
果

(
U
)
 

た
す
者
そ
れ
ぞ
れ
に
、
割
引
率
を
変
え
て
い
た
こ
と
を
違
法
と
し
た
事
例
で
も

採
ら
れ
た
が
、
機
能
割
引
を
W
と
R
の
関
で
差
別
し
て
も
、
両
者
間
に
競
争
関

係
が
な
い
と
、
両
者
間
で
の
競
争
侵
害
の
問
題
を
発
生
し
得
な
い
、
と
い
っ
た

こ
と
が
あ
る
以
上
、
お
お
い
に
問
題
が
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
、
機
能
割
引
を
全
面
的
に
違
法
と
す
る
こ
と
は

為
す
べ
き
で
は
な
く
、
客
を
い
か
な
る
流
通
段
階
の
も
の
に
分
類
す
る
か
が
、

次
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
上
訴
裁
判
所
は
、
販
売
先
を
そ
の
分
類
基
準
と
し

た
が
、
本
件
で
共
同
組
織
は
卸
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
れ
に

R
割
引
し
か

与
え
な
い
こ
と
は
、
経
済
的
差
別
で
は
な
い
か
。
共
同
組
織
は
通
常
の
卸
業
者

を
通
じ
た
流
通
よ
り
効
率
的
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
、
こ
う
し
た
差
別
を
是
認
す

る
こ
と
は
流
通
経
済
効
率
の
増
進
を
阻
む
も
の
と
も
な
ろ
う
。

ま
た
、
上
訴
裁
判
所
は
第
一
の
理
由
づ
け
で
処
理
し
て
し
ま
い
競
争
侵
害
を

何
ら
論
じ
て
い
な
い
が
、
共
同
組
織
を
通
じ
て
購
入
す
る
R
を
害
す
る
も
の
と

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
共
同
組
織
は
、
W
と
し
て
の
販
売
活
動
は

行
っ
て
い
な
い
の
で
、

F
T
C
の
よ
う
に
W
段
階
の
競
争
を
問
題
に
す
る
こ
と

に
も
、
疑
問
が
残
る
。
こ
こ
で
構
成
を
考
え
る
と
、
共
同
組
織
は

R
と
捉
え
、

W
と
の
差
別
に
よ
り
、

wを
通
じ
て
購
入
し
た

R
と
の
競
争
を
侵
害
す
る
こ
と

に
な
る
、
と
の
構
成
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

(
M
は
直
援
R
に
も
販
売
し
て
い
る

が
、
そ
れ
と
共
同
組
織
へ
の
販
売
と
の
問
を
捉
え
て
も
、
そ
こ
に
は
差
別
の
形

式
的
側
面
た
る
価
格
差
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
問
題
と
は
な
り
得
な
い
、

と
考
え
ら
れ
る
。
〉
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以
上
、
旧
二
条
下
で
の
共
同
組
織
の
機
能
割
引
事
例
へ
の
法
適
用
に
お
い
て

は、

F
T
C
は
理
論
構
成
上
、
欠
陥
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
経
済
的
差
別
に
該

当
す
る
対
価
差
別
を
違
法
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
ば
流
通
経
済
効
率
の
増
進

に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
上
訴
裁
判
所
は
経
済
的
差
別
を
放
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置
す
る
帰
結
を
も
た
ら
す
法
運
用
を
行
っ
た
、
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決

は
、
も
と
も
と
共
同
組
織
が
中
小
事
業
者
に
よ
る
チ
ェ
ー
ン
へ
の
対
抗
組
織
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
中
小
事
業
者
保
護
論
か
ら
も
批
判
が
加
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
F
T
C
も
排
除
措
置
命
令
に
お
い
て
は
、
機
能
割
引
を
そ
も
そ
も
全

面
的
に
違
法
と
す
る
か
の
よ
う
な
問
題
の
あ
る
態
度
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
で

は
流
通
経
済
秩
序
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
を
、
生
む
で
あ
ろ
う
。
卸
業

者
と
小
売
業
者
に
割
引
の
差
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
の
改
正
案
の
提
案
者
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
旧
二
条
下
で
も
購
入

者
間
競
争
に
影
響
す
る
差
別
へ
の
法
適
用
に
途
を
開
い
た
最
高
裁
判
決
以
降

は

一
般
的
に
機
能
割
引
は
、
法
の
合
意
と
し
て
、
付
数
量
の
差
異
に
基
づ
く

価
格
差
を
是
認
す
る
文
言
を
根
拠
に
、
中
間
業
者
は
通
例
、
大
量
取
引
を
す
る

結
果
、
大
幅
割
引
が
認
め
ら
れ
事
実
上
、
是
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
か
、

己
競
争
に
影
響
し
な
い
価
格
差
は
違
法
と
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
是

(
M
)
 

剖
附
さ
れ
て
き
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
旧
二
条
は
、

を
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
二

O
l三
0
年
代
の
流
通
問
題
に
適
切
な
対
処

例
と
し
て
、
旧
二
条
下
で
の

F
T
C
の
運
用
を
見
ょ
う
。
旧
二
条
下
で

F
T

C
は
、
四
三
件
の
審
判
開
始
決
定
を
行
っ
た
が
、
排
除
措
置
命
令
を
下
し
た
の

は
一
二
件
に
と
ど
ま
り
、
う
ち
四
件
は
控
訴
さ
れ
て
破
棄
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、

(
お
)

入
件
の
み
命
令
は
有
効
で
あ
り
、
裁
判
所
で
は
総
て
敗
訴
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
議
会
が
旧
二
条
の
欠
陥
と
捉
え
、

一
九
三
六
年
に
法
改
正
を

行
っ
た
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

①
競
争
侵
害
の
要
件
が
、
競
争
者
へ
の
侵
害
を
防
止
す
る
に
は
厳
し
す
ぎ
る
。

〔

mv

②
数
量
の
差
異
に
基
づ
く
価
格
差
別
が
、
判
例
か
ら
、
条
件
の
公
聞
が
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
を
除
き
、
限
定
な
し
に
全
面
的
に
適
法
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
ご
く
わ
ず
か
の
数
量
の
差
で
、
大
幅
割
引
が
適
法
と
な
り
、
チ
デ
l

ン
の

活
動
の
大
部
分
は
こ
れ
の
み
で
も
無
条
件
に
合
法
化
さ
れ
て
し
ま
う
必

③
広
告
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
供
与
、
仲
介
料
供
与
の
形
で
の
実
質
的
価
格
優
遇

が
、
価
格
差
別
で
は
な
い
と
し
て
法
外
に
放
置
さ
れ
る
。

④
競
争
対
抗
の
抗
弁
が
、
緩
や
か
な
規
定
で
存
在
し
法
適
用
に
障
害
と
な
っ

て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
①
の
問
題
は
、
中
小
事
業
者
保
護
論
か
ら
、
主
に
問
題
祝
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
②
③
の
問
題
は
、
対
価
差

別
が
経
済
的
差
別
に
該
当
す
る
も
の
で
も
適
法
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を

帰
結
す
る
と
岡
山
わ
れ
、
経
済
効
率
論
か
ら
も
問
題
点
と
指
摘
で
き
よ
う
。

次
の
章
で
は
、
こ
の
一
九
三
六
年
改
正
の
分
析
に
進
む
。

(
1
)
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60 Harv.ムRev.571， 579 (1947). 

(出) Corwin D. Edwards， The Price Discrimination Law， 

(The Brookings institution， 1959) p. 6. 

c:e) Ladoga Can Co. v. American Can Co・， 44 F. 2d 763 
(C.C.A. 7th 1930); op. ciι乱1cAllister，p. 523. 
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研究ノート

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
法
規
定
に
内
在
し
、
後
の
法
運
用
の
中
で
顕
在
化
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
面
の
論
点
の
提
起
も
、
簡
単
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

立

経

緯

第
一
節

成

本
節
で
は
、
成
立
経
緯
を
全
般
的
に
概
観
す
る
。

一
九
三
六
年
改
正
に
先
立
ち
、

一
九
二
八
年
、

上
院
は

F
T
C
に
対
し
、

「
チ
ェ
ー
ン
の
成
長
で
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
経
営
に
お
け
る
コ
ス
ト
節
約
に
基
づ

く
も
の
は
ど
の
程
度
で
、
チ
ェ
ー
ン
に
の
み
利
用
可
能
な
価
格
に
基
づ
く
も
の

は
ど
の
程
度
か
」
を
調
べ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
。
こ
の
報
告
は
、

一
九
三
四

年
に
提
出
さ
れ
、
そ
こ
で
流
通
実
態
調
査
の
結
果
の
報
告
と
二
条
修
正
提
案
が

(
1
}
 

行
わ
れ
た
。

報
告
で
は
ま
ず
、
食
料
品
チ
ェ
ー
ン
の
平
均
小
売
価
格
が
独
立
小
売
商
よ
り

低
価
格
で
あ
り
、
消
費
者
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

チ
ェ

l
γ
が
独
立
商
よ
り
一
貫
し
て
低
価
格
販
売
を
続
け
る
限
り
、
最
終
的
に

は
チ
ェ
ー
ン
の
独
立
商
に
対
す
る
優
位
と
支
配
が
明
白
に
予
測
さ
れ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
様
々
な
チ
ェ
ー
ン
向
で
存
在
す
る
活
発
な
競
争
が

小
売
流
通
分
野
に
お
け
る
独
占
へ
の
脅
威
を
ほ
ど
遠
い
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う

と
信
ず
る
、
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

チ
ェ
ー
ン
の
価
格
切
り
下
げ
能
力
は
、
部
分
的
に
経
営
効
率
に
、
部
分
的
に

購
入
上
の
便
宜
、
す
な
わ
ち
収
入
国
で
の
大
量
購
入
と
流
通
機
能
を
果
た
す
こ

と
か
ら
く
る
量
割
引
・
機
能
割
引
収
受
に
由
来
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、
特
別
の
販
促
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
が
チ
ェ
ー
ン
に
供
与
さ
れ
た
こ

と
、
し
ば
し
ば
、
現
実
に
は
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
を
得
て
も
サ
ー
ビ
ス
が
為
さ
れ

ず
、
偽
装
さ
れ
た
価
格
優
遇
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

立
法
的
手
段
と
し
て
は
、
チ
ェ
ー
ン
課
税
に
反
対
、
割
引
・
控
除
そ
の
他
に

よ
る
対
価
差
別
に
関
し
て
は
ク
レ
イ
ト
ン
法
二
条
の
厳
格
な
運
用
に
よ
っ
て
規

制
し
得
る
と
し
な
が
ら
も
、
裁
判
所
に
よ
り
二
条
の
運
用
は
阻
止
さ
れ
て
い
た

と
し
た
。
他
方
、
経
済
効
率
増
進
に
一
致
す
る
チ
ェ
ー
ン
の
価
格
割
引
を
奪
う

こ
と
の
試
み
の
も
た
ら
す
社
会
的
経
済
的
問
題
の
重
要
性
を
認
識
し
た
う
え
、

F
T
C
は
ケ

i
ス
・
パ
イ
・
ケ
ー
ス
の
評
価
を
可
能
に
す
べ
く
「
購
入
者
間
に

お
け
る
価
格
を
不
公
正
に
も
し
く
は
不
当
に
差
別
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と

の
趣
旨
の
ゆ
る
や
か
な
修
正
提
案
を
行
っ
た
。

F
T
C
は
チ
ェ
ー
ン
の
仕
入
れ
上
の
利
点
は
こ
れ
だ
け
で
は
解
消
し
な
い
こ

と
も
認
め
、
そ
れ
を
更
に
別
の
新
立
法
で
抑
制
す
べ
き
か
ど
う
か
は
重
要
な
社

会
的
経
済
的
問
題
で
あ
る
、
と
だ
け
述
べ
て
明
言
は
避
け
て
い
た
。

き
て
、
最
終
的
に
成
立
し
た
法
案
と
の
関
連
で
は
、

N
I
R
A
違
憲
判
決
後

わ
ず
か
一
五
日
後
の
一
九
三
五
年
六
月
一
一
日
の
パ
ッ
ト
マ
ン
議
員
の
下
院
へ

の
法
案
提
出
、
次
い
で
ロ
ビ
ン
ソ
ン
議
員
の
上
院
へ
の
同
一
内
容
の
法
案
提
出

〈

2
)

に
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
原
型
は
、
食
品
卸
商
の
事
業
者
団
体
の
法
律
顧
問
、

H
・

B
・
テ
ィ

I
ガ
l
ド
ン
に
よ
り
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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そ
の
特
徴
は
、
ハ
円
無
条
件
に
州
際
通
商
に
お
け
る
価
格
も
し
く
は
販
売
条
件

の
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
、
卸
へ
の
機
能
割
引
は
認
め
る
が
チ
ェ
ー
ン
は
小
売

割
引
し
か
受
け
得
な
い
こ
と
。
。
量
割
引
を
大
量
購
入
者
と
取
引
す
る
際
の
コ

ス
ト
節
減
に
一
致
す
る
価
絡
差
に
限
定
す
る
こ
と
。
伺
仲
介
料
を
買
手
側
と
提

携
し
て
い
る
者
に
支
払
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。
帥
広
告
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
の

支
払
い
を
競
争
関
係
に
あ
る
す
べ
て
の
顧
客
に
対
し
て
比
例
的
に
同
等
な
条
件

(
3
)
 

に
よ
る
場
合
を
除
い
て
禁
止
す
る
こ
と
、
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

機能割引に関する対価差別主の諸問題 (1)

法
案
審
議
で
は
、
特
に
上
院
で
チ
ェ
ー
ン
側
の
巻
き
返
し
が
行
わ
れ
、
別

〈

4
)

の
ボ
ラ
l

・
バ
ン
・
ノ
イ
ズ
法
案
が
代
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
刑
事
制
裁

規
定
で
あ
っ
た
が
、
量
割
引
を
一
般
的
に
適
法
と
し
、
地
域
的
対
価
差
別
の
禁

止
は
売
手
側
の
略
奪
的
意
図
の
立
証
が
為
さ
れ
た
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
他
、
共
同
購
入
組
織
や
農
民
組
織
の
修
正
の
動
き
も

あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
あ
い
つ
ぐ
修
正
の
後
に
、
両
院
協
議
会
成
案
を
経
て
、

一
九
三
六
年
六
月
一
九
日
に
大
統
領
署
名
を
得
て
成
立
し
た
。
そ
れ
が
所
謂
、

(
5
)
 

ロ
ピ
ン
ソ

γ
・
パ
ヅ
ト
マ
ン
法
で
あ
る
。

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
パ
ッ
ト
マ
ン
法
は
、
四
条
か
ら
成
っ
て
お
り
、
二
条
が
経
過

規
定
で
あ
る
。
一
条
が
中
心
の
規
定
で
あ
る
が
、
グ
レ
イ
ト
ン
法
二
条
の
改
正

を
定
め
て
お
り
、
グ
レ
イ
ト
ン
法
二
条
と
し
て
扱
わ
れ
、
例
項
か
ら
的
項
ま
で

あ
る
。
一
一
一
条
は
、
詐
欺
的
性
格
の
秘
密
の
価
格
割
引
、
地
域
的
対
価
差
別
、
経

済
的
正
当
性
が
な
く
か
っ
競
争
者
を
排
除
す
る
意
図
を
も
っ
た
急
激
な
価
格
切

り
下
げ
を
対
象
と
し
た
刑
事
規
定
で
あ
る
。
四
条
は
、
協
同
組
合
に
関
す
る
特

• 

別
規
定
で
あ
る
。

以
上
の
う
ち
、
三
条
及
び
、
価
格
差
別
、
か
競
争
者
の
同
等
に
低
い
価
格
に
対

抗
す
る
為
に
善
意
で
為
さ
れ
る
と
き
は
違
法
と
な
ら
な
い
旨
を
主
に
規
定
す
る

(
6
}
 

二
条
川
安
は
、
本
論
文
の
対
象
が
購
入
者
間
競
争
へ
の
影
響
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
為
、
分
析
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

(

1

)

匂

O門目。円回目、叶同国牛肉
W
(
U
O
B
B広
氏
。
P
司
吉
弘
知
O
M
M
0
3
0ロ
手
ゅ
の
r
巳ロ

2
2
0
Hロ
話
凹
丘
四
伊
丹
F
c
p
ω
・
u
o
n
-
Z
0・
P
叫
品
門
町
。
。
口
問
・
・

H
Z
ω
冊目凹・

(
H
A
W
凶
日
)

本
稿
は
、
前
掲
、
中
野
③
一
一
日
良
、
及
び
、
。
、
.
門
む
-HND君
。
虫
Y

由
iHO

の
要
約
に
依
拠
す
る
。

(

2

)

出
-
M
N・
∞
怠
N・
吋
晶
子
。
。
ロ
伺
-
w
H
m件

ω
o
g
・
(
』
ロ
ロ
四
戸
・

5ω
日)一

ω
・

ω]{
印
A問、吋品同『回。。国間・・

H間同

ω
冊目印・(し『ロロ
O
N由
w
H由一凶印)・

(

3

)

。』?町民同・岡山
0
4〈
0

・唱
-
H
N・

(
4
)
ω
-
A
H
H吋一円相吋品同}回。。口問
--N仏∞四回目・

(H由一凶由)・

(

5

)

〉
♀
え
し
『
E
ロ
O
H
P
H呂田
w
n
r
・印申
N
-
S
E
2
・
5
N
P
師

同

i
p
H印

c.ω
・〈U
・〉・抑

5.
抑
Z
P
叩

Z
Y
即
位
同
・

(

6

)

以
下
に
、
二
似
項
の
法
運
用
を
ま
と
め
て
お
く
。

二川
W
項
は
、
主
に
、
売
手
の
価
格
差
別
に
よ
り
反
競
争
的
効
果
が
生
ず

る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
低
価
格
が
競
争
者
の
低
価
格
に
対
す
る
善
意

の
対
抗
と
し
て
設
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
違
法
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
規

定
で
あ
る
。
こ
の
抗
弁
は
立
証
さ
え
成
り
立
て
ば
絶
対
的
な
抗
弁
で
あ

北法33(2・119)417
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り
、
こ
れ
に
よ
り
売
手
は
免
責
さ
れ
る
σ

し
か
し
、
こ
の
抗
弁
に
は
、
次

の
要
件
が
必
要
で
あ
る
。

①
売
手
が
競
争
者
の
低
価
格
に
対
抗
す
る
場
合
に
、
競
争
者
の
低
価
格
が

合
法
的
で
あ
る
と
信
ず
る
に
相
当
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
競
争
者
の
価
格
は
、
現
実
に
設
定
さ
れ
て
い
る
個
別
的
価
格
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
価
伸
恰
シ
ス
テ
ム
に
価
格
シ
ス
テ
ム
で
対
抗
す
る
等
は
認
め
ら

れ
な
い
。

③
売
手
と
競
争
者
が
ほ
ぼ
同
一
量
の
販
売
を
行
っ
て
お
り
、
ほ
ほ
顧
客
の

選
好
度
の
同
じ
商
品
を
販
売
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
防
衛
的
性
格
の
対
抗
価
絡
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
則
と
し
て
は
競
争

者
と
同
じ
水
準
に
ま
で
の
価
絡
引
き
下
げ
が
限
度
で
あ
る
。

⑤
新
規
顧
客
の
開
拓
の
為
に
低
価
絡
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

種
々
の
審
決
・
判
例
が
あ
る
。

⑥
「
善
意
」
で
の
設
定
、
す
な
わ
ち
競
争
者
の
低
価
格
に
対
抗
す
る
現
実
の

意
図
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
売
手
の
競
争
者
に
対
す
る
対
抗
の

場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。

以
上
は
、
松
下
満
雄
「
購
買
力
ハ
パ
イ
イ
ン
グ
パ
ワ

l
)
の
濫
用
と
法

規
制
問
」
(
『
N
B
L
』
二
五

O
号
・
一
九
八
二
)
四
回
頁
に
依
拠
し
た
。

第
二
節

二

条

例

項

二
例
項
は
、
価
格
差
別
を
禁
止
す
る
条
項
で
あ
る
。

「
通
商
に
従
事
す
る
者
が
、
:
:
:
同
等
同
質
の
商
品
の
異
な
る
需
要
者
間
に

価
格
の
面
で
差
別
す
る
こ
と
は
、
:
:
:
か
か
る
差
別
の
結
果
、
が
、
通
商
の
い
ず

北法33(2・120)418

れ
か
の
部
分
に
お
い
て
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
こ
と
と
な
り
、
又
は
独
占

を
形
成
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
叉
は
か
か
る
差
別
の
利
益
を
供
与
す
る
者
若
し

く
は
こ
れ
を
知
っ
て
受
け
る
者
と
の
競
争
、
若
し
く
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
者

の
顧
客
と
の
競
争
を
侵
害
し
、
破
捕
惜
し
、
若
し
く
は
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
は
、
こ
れ
を
違
法
と
す
る
。
:
:
:
」

(
H，
r
E
H仲
谷
田
口

r
o
z己
向
者
向
己

問
。
門
担
ロ
リ
『
旬
。
同
∞

g

o口
問
問

mm丸
山
ロ

2
日
目
。
円

n
o
-
-
:
:
J
g
E
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ま
ず
、
差
別
に
つ
い
て
適
用
対
象
は
、
「
売
手
が
同
等
同
質
の
商
品
を
異
な

る
需
要
者
間
で
価
格
上
差
別
を
し
て
販
売
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
付
有
形
の
商
品
の
販
売
に
限
定
さ
れ
る
。
同
価
絡
差
別
と
は
単
に
価
格
差

を
意
味
し
、
価
格
差
の
存
在
が
違
法
性
の
要
件
と
な
る
。
日
間
種
同
等
の
商
品

に
対
す
る
規
定
で
、
類
似
の
商
品
で
あ
っ
て
も
多
少
の
物
理
的
差
異
が
あ
れ
ば

.，
 

法
適
用
を
免
が
れ
う
る
。
同
同
一
の
売
手
が
二
者
以
上
の
異
な
る
需
要
者
に
対



し
て
、
合
理
的
に
近
接
し
た
時
点
に
お
い
て
販
売
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
売
手
が
そ
の
全
産
出
量
を
単
一
の
購
入
者
へ
販
売
し
て
い
る
場
合
(
大
口

買
手
が
複
数
の
売
手
か
ら
そ
の
全
産
出
量
を
異
な
る
価
絡
で
購
入
す
る
場
合
)

な
ど
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

法
案
段
階
で
は
、
販
売
条
件
の
差
別
も
価
格
の
面
の
差
別
と
並
び
挿
入
さ
れ

て
い
た
が
、
適
用
が
広
範
囲
に
広
が
り
す
ぎ
る
と
の
理
由
で
、
下
院
通
過
の
段

階
で
削
除
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
価
格
差
別
に
間
接
的
に
該
当
す
る
と
さ
れ
れ

〈

2
}

ば
、
二
例
項
の
適
用
を
受
け
る
。

な
お
、
差
別
の
利
益
を
知
っ
て
受
け
る
者
の
顧
客
と
の
競
争
を
侵
害
す
る
行

為
(
一
一
一
段
階
侵
害
〉
を
規
制
す
る
文
一
百
も
加
え
ら
れ
た
。

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

当
初
の
法
案
で
は
反
競
争
的
効
果
の
要
件
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
審
議
過

(
3
)
 

程
で
、
合
憲
性
へ
の
配
慮
か
ら
追
加
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
旧
二
条
の
規
定
に

加
え
て
「
か
か
る
差
別
の
利
益
を
供
与
す
る
者
、
若
し
く
は
こ
れ
を
知
っ
て
受

け
る
者
と
の
競
争
、
若
し
く
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
者
の
顧
客
と
の
競
争
を
侵
害

し
、
破
壊
し
、
若
し
く
は
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
違
法
と

ず
る
。
」
と
の
立
証
を
容
易
に
す
る
文
言
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
差
別
に

よ
っ
て
害
さ
れ
る
競
争
者
に
対
す
る
侵
害
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
侵
害
が
積
み

重
な
っ
て
よ
り
大
き
な
一
般
的
侵
害
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
種
の
う

(

4

}

 

花
に
な
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
ご
と
の
認
識

ち
に
つ
み
と
る
こ
と
で
、

に
基
づ
い
て
い
る
。
反
競
争
性
の
認
定
は
事
実
上
、
こ
の
追
加
さ
れ
た
最
も
緩

い
要
件
で
為
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
他
の
要
件
と
区
別
し
て
検
討
を
為
す

必
要
は
な
い
。
原
告
側
に
立
証
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
反
競
争
性
の
認
定

(
5
)
 

ま
で
で
あ
る
。

反
競
争
性
認
定
に
レ
た
っ
て
の
法
律
上
の
論
点
と
し
て
は
、
①
競
争
関
係
の

存
在
、
②
違
法
性
を
認
定
す
る
競
争
侵
害
の
程
度
、
③
具
体
的
な
認
定
方
法
が

問
題
と
な
り
、
③
の
問
題
と
し
て
、
差
別
の
持
続
性
・
因
果
関
係
・
低
価
格
の

一
般
的
利
用
可
能
性
な
ど
の
評
価
が
関
与
し
て
く
る
。

ま
た
、
改
正
は
要
件
を
緩
め
て
、
違
法
性
認
定
な
容
易
に
し
た
の
だ
が
、
こ

れ
は
中
小
事
業
者
保
護
の
視
点
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

法
は
実
際
の
運
用
上
、
こ
の
目
的
を
果
た
し
得
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が

法
評
価
上
の
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
改
正
が
経
済
効
率
の
視
点
か
ら
見

る
と
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

次
に
コ
ス
ト
正
当
化
の
規
定
を
検
討
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
二
例
項
に
含
ま

れ
て
い
る
。

「
:
:
・
た
だ
し
、
こ
の
規
定
は
、
当
該
商
品
が
当
該
購
入
者
に
販
売
さ
れ
、

叉
は
引
き
渡
さ
れ
る
場
合
の
方
法
も
し
く
は
数
量
の
差
に
基
づ
く
製
造
、
販
売

若
し
く
は
引
き
渡
し
の
コ
ス
ト
の
差
を
単
に
正
当
に
製
酌
し
た
差
異
に
つ
い
て

は
適
用
し
な
い
。
:
:
:
」
(
;
:
:
口
、
3
1札
号
外
吋

ra
ロ
o
p
g由
7
2
0
戸ロロ
O
守

g
g
E
ち
弘
戸

1
0
4開
ロ
門
丘
町
町
内
山
市

g
E
r
司
Z
n
r
B白
r
冊
。
己
可
L
Z
O
H
W
口
口
耳
・
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S
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S
E
n
r
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V
E
円
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白

m
a
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s
-
L
2

《
山
由
民
〈
開
円
。
仏

旧
二
条
に
も
、
「
販
売
も
し
く
は
輸
送
の
コ
ス
ト
に
お
け
る
差
異
を
単
に
正

当
に
山
間
酌
す
る
」
価
務
差
別
を
是
認
す
る
規
定
が
但
書
ぎ
に
存
在
し
て
い
た
。

し
か
し
同
時
に
旧
二
条
は
、
価
格
差
別
が
取
扱
い
数
量
の
差
異
に
基
づ
き
行
わ

れ
て
い
る
場
合
に
、
コ
ス
ト
に
無
関
係
に
こ
れ
を
正
当
化
理
由
と
し
て
認
め
る

こ
と
も
但
書
き
に
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
わ
ず
か
の
数
量
の
差
で
、
大

阪
割
引
が
適
法
と
な
り
、
チ
ェ
ー
ン
の
活
動
の
大
部
分
は
、
こ
れ
の
み
で
も
無

条
件
に
合
法
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
議
会
は
、
こ
れ
を
旧
二
条
の

(
6
)
 

対
価
差
別
規
制
に
対
す
る
弱
点
の
要
因
の
一
っ
と
捉
え
た
。
そ
し
て
、
数
量
の

差
異
の
規
定
を
、
コ
ス
ト
と
の
関
係
を
要
求
す
る
販
売
・
輸
送
コ
ス
ト
差
の
規

(7) 

定
の
部
分
に
合
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
例
項
の
訴
訟
に
対
し
、
被
告

(
8
)
 

の
売
手
。
か
抗
弁
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

議
会
は
こ
の
規
定
の
存
在
で
、
改
正
法
が
事
業
者
の
経
済
的
な
プ
ロ
セ
ス
の

採
用
に
対
す
る
障
害
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
コ
ス
ト
節
減
の
成
果
を
流
通
機
構

に
お
い
て
分
配
す
る
こ
と
に
対
す
る
妨
げ
に
も
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
た
。

ま
た
、
同
時
に
正
当
化
理
由
と
し
て
是
認
す
る
範
囲
を
、
こ
の
規
定
に
示
さ
れ

る
範
囲
に
厳
格
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
競
争
を
抑
圧
す
る

よ
う
な
差
別
ま
で
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、

(
9
)
 

り
、
非
常
に
重
要
な
規
定
と
捉
え
て
い
た
。

と
見
て
お

さ
ら
に
、
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
①
こ
の
規
定
に
よ
り
、
売
手
が
コ
ス
ト
差

の
価
格
へ
の
反
映
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
価
格
差
正
当
化
の
為
の
抗
弁

と
し
て
規
定
は
存
在
す
る
こ
と
。
②
価
格
差
を
正
当
化
し
得
る
コ
ス
ト
差
を
、

厳
格
に
差
別
が
与
え
ら
れ
る
特
定
客
に
対
し
て
、
供
給
の
異
な
る
方
法
・
数
量

に
跡
づ
け
ら
れ
得
る
現
実
の
も
の
に
限
定
し
、
③
間
接
費
に
つ
い
て
、
現
実
に

関
係
顧
客
間
で
異
な
る
方
法
・
数
量
の
差
に
基
づ
く
と
立
証
さ
れ
得
る
も
の
に

限
定
し
て
正
当
化
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
特
定
客
に
帰
せ
し
め
得
な
い
全

事
業
量
の
増
加
を
理
由
と
し
た
特
定
客
へ
の
間
接
費
の
割
り
つ
け
は
認
め
ら
れ

〈
刊
)

な
い
、
と
し
た
。

こ
の
規
定
の
法
運
用
上
の
論
点
と
し
て
は
、
①
価
格
と
コ
ス
ト
の
計
測
対
象

の
決
め
方
、
②
正
当
化
理
由
と
認
め
ら
れ
る
コ
ス
ト
の
種
類
、
③
具
体
的
な
コ

ス
ト
配
賦
の
方
法
な
ど
が
あ
る
。

旧
二
条
が
、
数
量
の
差
異
に
基
づ
く
割
引
を
コ
ス
ト
差
と
の
関
係
を
求
め
る

こ
と
な
く
是
認
し
て
い
た
こ
と
は
、
経
済
的
差
別
に
も
該
当
す
る
価
格
差
別

を
、
合
法
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
是
正
は
経
済
効
率
の

視
点
か
ら
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
改
正
法
の
規
定
は
、
コ
ス
ト
差
の
存
在
か
ら
経
済
的
に
非
差
別
な

価
格
差
別
に
違
法
性
を
問
わ
な
い
為
の
規
定
と
し
て
、
機
能
す
る
で
あ
ろ
う

北法33(2・122)420



か
。
議
会
は
厳
格
な
立
証
を
、
被
告
側
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
小
事
業

者
保
護
の
視
点
の
現
わ
れ
か
と
も
見
え
る
。
こ
の
規
定
、
か
、
具
体
的
に
何
を
帰

結
す
る
か
が
法
評
価
上
の
問
題
と
な
り
、
具
体
的
事
例
分
析
の
視
点
と
な
っ
て

く
る
。な

お
、
コ
ス
ト
正
当
化
規
定
に
は
、
更
に
、

F
T
Cが
調
査
・
聴
聞
を
行
っ

た
上
で
正
当
化
に
限
定
を
設
け
る
こ
と
の
で
き
る
規
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
二
例
項
に
は
、
季
節
商
品
に
関
す
る
抗
弁
等
が
存
在
す
る
が
、
い
ず

れ
も
本
論
文
の
テ
l
マ
と
関
係
し
な
い
の
で
、
事
例
分
析
で
付
言
す
る
場
合
を

除
き
分
析
し
な
い
。

(1) 

(

1

)

土
井
前
掲
論
文
八
頁
。

(

2

)

。、・円九円

HNO唱
0・同】
-vHOUlHO印・

(

3

)

』

1
E
A
司
-HNH・
こ
の
他
、
地
域
的
対
価
差
別
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
よ
る
。

(
4
)
ω
・
問
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司
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2
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印()NW
叶
含
「

(UOロ四
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-
N
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S
F
A
F
(同由一広)・

(

5

)

後
の
運
用
で
、
第
二
上
訴
裁
判
所
の
判
例
に
は
、
単
に
価
格
差
の
み
の

立
証
で
、
匂
ユ
自
国
内
但
ロ
広
が
成
立
す
る
、
と
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
故
高

裁
は
反
競
争
性
の
立
証
ま
で
原
告
側
に
要
求
さ
れ
る
、
と
し
た
。

。、，門町

H-mo宅
0・
-
M

匂
-HO∞
iHH0・
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4
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50Nw
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(H由
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(

7
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N
V

於
円

ωぬ印印
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u・

(

8

)

最
高
裁
は
法
禁
行
為
に
対
す
る
例
外
規
定
に
関
し
て
は
そ
の
事
項
に
属

す
る
と
主
張
す
る
者
に
挙
一
証
責
任
が
あ
る
と
す
る
法
の
一
般
原
則
、
及
び

機能割引に関する対価差別J二の諮問題

二
似
項
の
規
定
、
更
に
上
院
司
法
委
報
告
の
見
解
を
そ
の
理
由
に
あ
げ
て

い
る
。
同
り
・
、
HJ(U・〈・

ζ
2
Zロ
∞
巳
円
。

pwuω
品
匂
・

ω
-
U叶
(HE∞
)
問
者
-

A
H

品l
品印・

(

9

)

∞
-
H
N
4・
2
0・
H
g
N・
2
吾

(UEm--
注

ω叩回目・印

(H呂町)・

(
叩
)
出

-HN・同州
4
・
2
0・
MN白
戸
立
号

(UCロ
m
J
N仏
∞
何
回
目

'HO(H呂田)・

第
三
節

機
能
割
引
条
項
及
び
ロ
ビ
ン
ソ
ン

パ
ッ
ト
マ
ン
法
四
条

次
に
、
機
能
割
引
問
題
に
つ
い
て
の
、
直
接
の
立
法
段
階
の
議
論
・
経
過
を

見
て
み
よ
う
。

原
案
に
お
い
て
は
、
制
卸
、
制
小
売
、
村
消
費
者
、
そ
れ
ぞ
れ
に
再
販
売
す

る
為
の
購
入
か
、
伺
再
加
工
の
た
め
の
購
入
か
ど
う
か
に
単
に
依
存
す
る
価
梼

(
1
)
 

差
が
、
正
当
化
理
由
と
し
て
抗
弁
に
加
え
ら
れ
て
い
た
0
(
:
:
:
U
3
d
d
え
え
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H
，r呉
ロ

O岳
山
口
出
「
叩

5
5
n
c口
同
白
山
口
町
島
田
r巳
-
唱
円
白
ぐ
開
ロ
丹
念
民
自
同
町
ロ
江
田
ゲ
一
ロ

官
山
口
市
回
目
印
ず

2
君
。
。
口
同
】
ロ
円
ロ
ゲ
白
田

2
m
L
m
w
H
V
S
Eロ
mmD-o-U1
口℃

Cロ
耳

r
g
F
2

HV叩
可
吉
岡
門
口
『
白
印
叩
同

O
H
g
g
z
g
司
r
c
-
2回目
0
5
8
5
S
F
F
O
H
g

2
5
d
g
R
r
。
同
町

O同
5
0
5
p
z
r
R
B
B
E
E
n円
Rou--::)

旧
二
条
で
は
非
限
定
の
量
割
引
条
項
と
反
競
争
件
の
な
い
価
格
差
を
禁
止
し

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
、
機
能
割
引
は
是
認
さ
れ
て
い
た
が
、
司
法
委

段
階
で
は
、
両
事
項
の
要
件
の
厳
格
化
に
伴
い
、
別
の
条
項
で
機
能
割
引
を
是
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認
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
さ
れ
、
各
ク
ラ
ス
内
で
同
等
の
待
遇
、
が
要
求
さ
れ
て

い
る
限
り
競
争
上
の
悪
性
は
生
じ
ず
、
逆
に
そ
の
抑
圧
こ
そ
不
当
に
商
慣
行
を

(
2
)
 

と
分
析
さ
れ
て
い
た
。
下
院
司
法
委
報
告
で
は
、

妨
げ
る
も
の
で
あ
る
、

に
、
小
量
購
入
で
在
庫
を
増
加
さ
せ
つ
つ
事
業
を
行
う
卸
業
者
に
卸
割
引
を
保

持
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
卸
を
保
護
す
る
こ
と
に
、
こ
の
規
定
の
望
ま
し
さ
を

(
3
)
 

指
摘
し
て
い
る
。

上
院
で
は
、
通
過
の
際
に
文
一
一
一
一
口
を
「
単
に
、
仲
間
H
商
、
卸
商
、
小
売
商
、
消

費
者
と
し
て
購
入
す
る
か
ど
う
か
、
な
い
し
一
件
加
ヱ
の
為
の
用
途
に
基
づ
く
場

(
4
)
 

合
の
価
絡
差
を
妨
げ
な
い
o
」
と
修
正
し
て
い
る
。

他
方
、
機
能
分
類
の
方
法
に
つ
い
て
、
下
院
司
法
委
で
は
、
「
卸
商
又
は
仲

買
商
な
い
し
小
売
商
の
ご
と
き
顧
客
分
類
に
つ
い
て
は
、
購
入
の
性
格
で
は
な

く
、
販
売
の
性
格
で
分
類
を
決
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
の
規
定
を
追
加
し
た
。

(
・

:
:
-
u
F円
号
。
同

v
z
G
0
2
0同
z
n
r
n
z
g
-
m
g氏
。
ロ

O同
2
2
0
5
2
ω
国

ω

当

r
o
-
2白
-
R
m
O
H
』

o
r
Z
H
F
。

片

足

芭

]
2
9
p
o
円
ゲ
ミ
白
円

Z
H
D同

F
0

8
-
Zロ
加
え

HYOMV口同
nr回
目
。
円
目
白
色
ロ

D片
手
o
r
ミ
z
m
m
g口
弘

2
2
g
z
o

5
0
己
戸
田
丘
町
山
口

aspi--・
)
ま
た
、
こ
の
具
体
化
と
し
て
、
卸
・
小
売
両
事
業

を
営
む
者
は
、
小
売
販
売
分
に
つ
い
て
は
小
売
業
者
、
卸
売
販
売
分
に
つ
き

(
た
だ
し
、
直
接
・
間
接
に
自
ら
所
有
・
支
配
す
る
小
売
業
者
向
け
は
含
ま
ず
)
、

(
5
)
 

卸
業
者
と
分
類
さ
れ
る
と
も
規
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
卸
商
排
除
で
メ
ー
カ
ー
と
直
接
取
引
す
る
大
規
模
チ
ェ
ー
ン

は
、
実
質
的
に
卸
機
能
を
遂
行
し
て
も
販
売
面
を
基
準
に
小
売
商
に
分
類
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
卸
割
引
は
取
得
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て

北法33(2・124)422

特

卸
商
よ
り
不
利
な
仕
入
れ
価
格
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
は
再
販

売
の
場
面
で
の
価
格
設
定
上
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ヤ
グ
プ
を
解
消
し
て
、
伝
統
的
配

(
6
}
 

給
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
独
立
商
側
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

だ
が
そ
れ
で
は
、
同
時
に
農
民
の
共
同
購
入
組
織
に
も
卸
割
引
は
与
え
ら
れ

な
く
な
る
。
確
か
に
下
院
司
法
委
削
減
告
で
は
、
共
同
購
入
組
織
は
、
ハ
口
先
手
に

コ
ス
ト
節
減
を
も
た
ら
す
大
量
購
入
を
す
る
こ
と
に
基
づ
き
コ
ス
ト
正
当
化
す

る
方
法
、
同
別
会
社
の
卸
を
設
立
し
て
商
品
所
有
権
を
一
度
そ
こ
で
得
て
、
そ

こ
か
ら
購
入
す
る
方
法
(
単
に
、
個
々
に
供
給
源
と
取
引
す
る
場
合
の
代
理
的

存
在
の
場
合
を
除
く
)
で
有
利
な
価
絡
を
得
ら
れ
る
と
も
指
摘
し
て
い
(
問
。
だ

が
農
民
は
反
対
運
動
を
展
開
し
、
下
院
通
過
時
に
機
能
割
引
は
全
面
的
に
削
除

さ
れ
、
両
院
協
議
会
成
案
で
も
削
除
さ
れ
て
い
た
。

機
能
割
引
条
項
の
挿
入
・
削
除
の
過
程
か
ら
、
明
確
に
議
会
意
図
を
読
み
と

る
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
せ
い
ぜ
い
、
裁
判
所
・
規
制
当
局
に
適

当
な
処
理
を
改
正
法
の
枠
組
に
お
い
て
委
ね
た
の
で
あ
る
、
と
し
か
言
え
な
い

{
8
)
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
結
局
、
規
制
当
局
・
裁
判
所
が
法
の
規
定
、
議
会
見
解
を

ど
う
見
る
か
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
事
例
の
中
に
現
わ
れ

て
来
よ
う
。

法
評
価
の
点
か
ら
は
、
改
正
法
の
運
用
が
機
能
割
引
に
関
す
る
事
例
に
お
い



て
、
流
通
業
者
の
果
た
す
流
通
機
能
に
基
づ
く
ヨ
ス
ト
節
減
を
反
映
し
た
経
済

的
非
差
別
の
事
例
ま
で
違
法
と
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
う
い
っ
た

事
例
は
合
法
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
逆
に
問
題
と
す
べ
き
行
為
を
放
置
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
運
用

が
、
経
済
効
率
上
、
叉
、
中
小
事
業
者
に
対
し
て
何
を
帰
結
さ
せ
て
い
る
か

が
、
具
体
的
事
例
分
析
に
あ
た
っ
て
の
視
点
と
な
る
。

」
れ
が
本
論
文
の
中
心
的
テ

1
7
と
な
る
。

こ
こ
で
、
機
能
割
引
に
関
連
す
る
共
同
購
入
組
織
に
つ
い
て
規
定
す
る
ロ
ビ

(1) 

ン
ソ
ン
・
パ
ッ
ト
マ
ン
法
四
条
に
つ
い
て
論
じ
る
の
が
、
適
当
ぐ
あ
ろ
う
。

取
引?

守る
fヲ法
Y 律
二は、

2臨
ξ 語
I~ メ込

純円L
利乞

益る
叉畑
は勺f
乗413
余 H

金
生の
産

全
加者
口J 叉

若は
消し 費
く ニ弘

は ζ
部そ
をの

機能割引に関する対価差別との諸問題

協
同
組
合
か
ら
の
な
い
し
協
同
組
合
に
対
し
て
若
し
く
は
協
同
組
合
を
通
じ
て

の
そ
れ
ぞ
れ
の
購
入
量
叉
は
販
売
量
に
比
例
し
て
還
付
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い
。
」

(
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】守口

Oロ
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ロ
目
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円
曲
任
命
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O
H
回
目
可
唱
恒
三

丘二
rm
ロ
伶
丹

2
2
5開
明
日

E
司王
5
5
2
r日
間
四

E
E
5
=邑
宙
開

CMuog己

g♂
庄
司
吋
告
。
円
己
申
ロ

g
p
m一
円
官
同

n
r
g
g
o
H
g
-
2
同

HOE-

同

0
・
21
同

r
g
z
m
r
子
。
白
出
回
。
口
一
白
昨
日
。
ロ
・
)

議
会
で
は
、
当
初
の
審
議
か
ら
共
同
購
入
組
織
の
保
護
を
目
指
し
て
い
た
o

起
草
者
は
、
旧
二
条
下
で
の
売
手
の
同
様
の
引
き
渡
し
に
対
し
て
、
チ
ェ

I
B
ン

に
与
え
て
い
た
割
引
を
共
同
購
入
組
織
に
与
え
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
を
是

認
す
る
解
釈
を
、
公
然
と
非
難
し
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
不
公
正
な
待
遇
を
排

除
し
、
共
同
購
入
の
運
動
を
奨
励
す
る
意
図
で
、
議
会
は
同
規
定
を
下
院
で
は

下
院
司
法
委
段
階
か
ら
、
上
院
で
は
通
過
段
階
か
ら
挿
入
し
て
い
た
Q

下
院
司
法
委
で
は
、
共
同
購
入
組
織
で
独
立
の
実
体
を
持
ち
所
有
権
を
取
得

し
て
メ
ン
バ
ー
に
再
販
売
す
る
も
の
を
卸
と
機
能
分
類
す
る
こ
と
も
認
め
て

(
口
)

い
た
。下

院
議
長
の
下
院
で
の
最
終
説
明
で
は
、
共
同
購
入
組
織
を
規
模
の
経
済
性

と
価
格
利
益
獲
得
の
為
の
組
織
形
成
と
と
ら
え
た
う
え
、
法
は
全
体
と
し
て
共

同
購
入
組
織
を
よ
り
大
き
な
競
争
者
の
差
別
獲
得
に
基
つ
く
圧
迫
の
排
除
と
、

共
同
活
動
の
利
益
の
享
受
を
是
認
す
る
、
と
い
う
こ
つ
の
手
法
で
保
護
し
て
い

る
と
す
る
。
そ
し
て
、
組
織
を
形
成
し
て
他
の
事
業
者
と
取
引
す
る
こ
と
、
及

び
メ
ン
バ
ー
の
必
要
に
応
じ
て
購
入
し
て
メ
ン
バ
ー
に
再
販
売
し
た
上
で
の
そ

の
成
果
の
配
分
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
法
案
で
害
す
る
も
の
は
な

い
こ
と
、
他
方
、
組
織
が
他
者
と
取
引
す
る
際
の
、
生
産
・
取
引
の
流
れ
に
お

い
て
は
、
一
般
的
な
他
の
事
業
者
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ

l
と
法
的
に
区
別
さ
れ
る

(ロ)

も
の
は
何
も
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

共
同
購
入
組
織
は
、
四
条
規
定
か
ら
直
ち
に
、
よ
り
流
通
機
構
の
上
部
の
流

北法33(2・125)423
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通
業
者
に
与
え
ら
れ
る
機
能
割
引
を
得
る
こ
と
を
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

か
が
、
法
律
上
の
問
題
と
な
る
。

法
評
価
上
の
問
題
は
、
機
能
割
引
問
題
の
一
般
的
評
価
に
含
め
て
論
じ
る
こ

と
と
す
る
。

(

1

)

国
-
m
-
∞
や
お
切
吋

h
r
r
(
U
O口
問

-
-
H
2
ω
0
2・
G
E
M
O
H
Y
H由
ω印
)Uω
・

ω]Fmhp
吋
hpy
の
ロ
ロ

m-切]戸田同

ω
g
m
-
(ト『ロロ
O
N由・

]F申印印)・

(

2

)

国
-
H
F
H
N
O司
-
Z
0・
MM∞
叶
・
記
号
。
。
ロ

p
・

M
L
ω
m
g・
申

(H由
ω由
)Uω
・

岡山。
-
Y
Z
0・
]
5
0
N
-

記

予

【

UCロ
m--
日
仏
∞
何
回
由
・
印
(
忌
ω品)・

(

3

)

」『宇陀礼・

(
4〉

ω・
ω同日仏・

(

5

)

国
-
m
-
E品
N
-

(

6

)

前
掲
、
中
野
③
二
二
頁
。

(

7

)

ロ-
H
p
m
o匂
-
Z
P
N
N∞
J
P
E
F
(
U
Cロ
m
-
N
ι
ω
2
ω
・
由

(H由∞岱)・

(

8

)

も
-
C
F
ω
n
r口
正

R
E
S
-
℃目
γ
印∞由
l
印
∞
∞
-

(
9
)
Z
2
5ロ
回
目
回
目
印
口
巳
件
。

0・
〈
・
司
・
吋
・
。
・
・

M
S
Hり・吋
ωω(ML
わ
R
-
H由
NAR)"

町内、
4
・
丸
町
、

H
E
R
N
-
N
2
d・
ω・
公

ω
(同甲山山品)・

(
叩
)
国

-
m
-
m
o喝
-
Z
0・
NN∞
戸

JR号

(UC口
問
憎
い
山
円
四

ω
2
m
-
H吋
(
凶
器
由
)
・

(
日
)
」
3
ぇ
・

ω
0
3・
由
'

(
ロ
)
∞
。

(UCロ
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N
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P
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(H申臼由)・

第
四
節

二

条

ω項

次
に
、
買
手
が
違
法
な
価
格
差
別
を
知
り
な
が
ら
受
け
取
る
こ
と
を
禁
止
す

る
二
的
項
を
検
討
す
る
。

「
通
商
に
従
事
す
る
者
が
、
:
:
:
本
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
価
格
商
で

の
差
別
を
故
意
に
誘
引
し
、
叉
は
享
受
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
違
法
と
す
る
。
」

(
吋
}
百
円
H

仲間四回

m--ro
ロ
ロ
】
邸
宅
『
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同
口
町
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同
可
旬
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口
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c
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F
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F
-回
目

0
2
Zロ・)

議
会
の
認
識
は
、
悪
の
根
源
と
し
て
大
規
模
購
入
者
を
理
解
し
、
要
求
に
応

じ
て
割
引
を
与
え
た
売
手
は
被
害
者
で
あ
る
、
と
把
援
す
る
も
の
で
あ
っ
(
札
。

し
か
し
、
改
正
は
売
手
側
の
規
定
の
修
正
が
主
で
あ
り
、
購
入
者
側
規
定
は
付

属
的
な
も
の
、
と
な
っ
た
。
ま
た
、

F
T
C
の
法
運
用
の
面
で
も
主
要
な
部
分

を
占
め
て
は
い
な
い
。

議
会
は
、
当
時
の
、
牛
乳
販
売
広
が
異
な
っ
た
地
域
で
異
な
る
価
格
で
別
の(2
)
 

売
手
か
ら
バ
タ
l
脂
を
購
入
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
ミ
ネ
ソ
タ
州
法
の
違
憲
判
決

と
、
売
手
側
の
地
域
的
対
価
差
別
を
禁
止
し
て
い
た
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
法
を

(
3
)
 

合
憲
と
し
た
最
高
裁
の
動
向
に
影
響
を
受
け
て
い
た
。

ハ
ッ
ト
マ
ン
法
案
の
起
草
者
は
、
最
高
裁
判
決
の
先
例
を
、
翼
手
に
よ
り
呉

な
る
供
給
源
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
購
入
価
格
差
を
制
限
す
る
こ
と
と
、
売
手

北法33(2・126)424



の
販
売
価
格
差
を
制
限
す
る
こ
と
に
は
重
要
な
違
い
が
あ
る
、
と
説
明
し
て
い

た
。
市
場
価
格
は
買
手
の
一
一
1

ズ
よ
り
も
主
に
売
手
の
コ
ス
ト
に
起
因
し
て
決

ま
る
も
の
で
あ
り
、
売
手
に
対
し
て
公
正
な
価
格
設
定
を
要
求
す
る
こ
と
は
経

〈

4
)

済
法
則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
売
手
側
の
価
格
差
別
を
規
制
す
る
こ
と
を
通
じ
て
大
規
模
購
入

者
の
大
幅
割
引
取
得
を
規
制
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
原
法
案
で
は
、

売
手
側
の
み
の
規
定
で
あ
っ
た
が
、
上
院
で
、
買
子
側
の
規
定
が
追
加
さ
れ
た
。

下
院
へ
の
両
院
協
議
会
成
案
の
提
出
に
あ
た
っ
て
の
ユ
タ
パ
ッ
ク
議
員
の
説

明
で
は
、
二
的
項
は
、
法
案
の
意
図
・
目
的
に
沿
う
為
の
売
手
の
努
力
に
価
値

あ
る
支
持
を
与
え
、
大
量
購
入
者
へ
の
対
抗
を
容
易
に
す
る
も
の
、
と
さ
れ
て

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

い
る
。
売
手
側
は
買
手
側
に
コ
ス
ト
疋
当
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
価
格
差
を
超
え

る
価
格
割
引
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
買
手
側
に
故
意
の
要
件
を
諜
し
、
売
手

〈

5
V

と
同
様
に
違
法
の
責
任
が
帰
着
す
る
こ
と
を
警
告
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

二
的
項
は
、
差
別
価
格
を
故
意
に
誘
引
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
を
違
法

と
し
て
い
る
。
単
に
差
別
価
格
を
受
領
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
の
で
な
い
こ
と

は
、
購
入
者
は
通
常
、
売
手
の
行
動
を
知
り
得
ず
他
の
購
入
者
へ
の
販
売
に
つ

い
て
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
売
手
と
同
様
に
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を

{
6
)
 

避
け
る
為
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

二
的
安
に
お
け
る
法
律
上
の
論
点
は
、
①
ど
の
程
度
の
原
告
側
の
立
証
で
、

原
告
側
に
一
応
有
利
な
事
件
と
さ
れ
る
か
、
②
コ
ス
ト
正
当
化
の
立
証
は
誰
が

行
い
、
ど
の
程
度
の
立
証
ま
で
求
め
ら
れ
る
か
、
で
あ
る
。
結
局
、
ご
同
項
違

反
に
比
し
て
、
こ
の
点
が
要
件
上
の
差
呉
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
要
件
上
の
差
異
が
、
行
為
の
外
形
上
は
二
伸
項
違
反
行
為
と
同
じ
行
為

に
対
し
て
、
法
適
用
に
異
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
効
果
を
経
済
に
及
ぼ
し
て
い
る
か
が
、
法
評
価
上

の
視
点
と
な
る
。

具
体
的
事
例
分
析
で
は
、
機
能
割
引
に
関
係
す
る
行
為
に
二
的
項
が
適
用
さ

れ
た
も
の
も
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
る
。

(

1

)

。h
v

・円札
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明
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目
白
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冨
山
口
出
町

mog-N立
C
・ω-M(SN叶)・

(
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〉
【
U
O
E
E
-
F
Z
E
r
o司
の
0・〈・

ω
0
5
r
巴白
}
S
E
W
M
N∞
C
・ω
・
Hm斗

(
同
由
同
日
)
・

ハ
4
〉
。
、
.
門
誌
・
岡
山
C
耳目切開
y

品Nω
・

(
5
〉
∞
。
。
。
ロ
田
・
問
。
口
・
2
u
H
由

(
H
也

ω
凸)・

(

6

)

。、・円九
F

河
。
耳
0

・
-v
・
品
ピ
ロ
-
H
∞-

議
会
の
審
議
過
程
に
は
、
種
々
の
要
因
が
あ
る
。

第
五
節

二
条
例
項
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次
に
、
売
手
が
買
手
ま
た
は
そ
の
代
理
人
に
、
仲
介
料
・
手
数
料
等
を
支
払

う
こ
と
、
お
よ
び
買
手
が
か
か
る
支
払
い
を
受
け
取
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る

こ
例
項
を
検
討
す
る
。



研究ノート

「
通
商
に
従
事
す
る
者
が
、
:
・
:
手
数
料
、
仲
介
料
叉
は
そ
の
他
の
報
酬
と

し
て
な
ん
ら
か
の
価
値
あ
る
も
の
叉
は
こ
れ
に
代
わ
る
手
当
若
し
く
は
割
引
料

を
支
払
い
、
許
与
し
、
受
領
し
、
叉
は
受
諾
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
違
法
と

ず
る
。
:
:
:
」
(
吋
ゲ
白
神
戸
件
各
白
z
r
m
g乙
mwddp-rH
白
ロ
司
官
同
問
。
ロ

g
-

阿
倍
同

E

E

B
旨

B
R
B
¥
:
:
J
g
富山『

2
m
gロ
f
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Z
H
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B
-
g
o
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白
nnm宮・

g
u「
吾
山
口
問
え

g
H
Z
O
陪
防
白

n
q
s
s
u曲目。
p
r
g
}向。『白
m
p
o
H

2
r
2
2
5
H
V
Oロ目白昨日
c
p
。
同
国
ロ
可
己
目
。
司
白
ロ
口
。
。
円
色
目
的

g
z
E
s
r
g

同}同

O
H
o
-
P
:
:
:・)

こ
の
規
定
は
、

F
T
C
の
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
調
査
報
告
と
、

メ
ー
カ
ー
と
直

接
取
引
し
て
*
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
を
不
要
と
す
る
統
合
体
の
侵
入
に
対
し

法
的
保
護
を
求
め
る
食
品
業
界
の
組
織
さ
れ
た
e

ブ
ロ
ー
カ
ー
の
政
治
的
圧
カ
の

結
果
、
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
立
法
趣
旨
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
サ
l
ピ

(
1
)
 

ス
を
伴
わ
な
い
、
大
規
模
商
の
仲
介
料
支
払
い
強
制
の
防
止
に
あ
る
。

F
T
C

は
、
旧
二
条
脱
法
の
為
、
強
力
な
買
手
が
、
臼
ら
の
従
業
員
や
子
会
社
を
プ

ロ
ー
ヵ
!
と
指
名
し
、
売
手
に
仲
介
料
を
支
払
わ
せ
て
価
格
差
別
取
得
目
的
を

(
2
)
 

達
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
法
案
起
草
時
に
は
こ
の
行
為
の
み
を

対
象
と
し
た
規
定
で
あ
っ
た
が
、
上
院
で
、
買
手
へ
の
直
接
支
払
い
、
及
び
そ

(
3
)
 

れ
に
代
わ
る
仕
入
価
格
引
を
下
げ
を
禁
ず
る
文
言
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、
た
と
え
価
格
差
別
の
形
を
と
っ
て
も
、
仲
介
料
相
当
分
の
割
引

と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
二
伸
項
の
適
用
対
象
と
な
り
、
二
例
項
の
対
象
と
な
ら
な

い
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
法
運
用
の
理
解
に
重
要
で
あ
る
。

仲
介
機
能
も
流
通
機
能
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
機
能
割
引
を
論
ず
る

以
上
そ
の
対
象
と
な
り
、
判
官
慌
を
独
立
に
論
ず
る
必
要
が
あ
る
。
し
が
し
、
例

項
が
絶
対
的
禁
止
の
規
定
で
あ
り
、
反
競
争
的
効
果
の
立
証
は
不
要
で
、
競
争

対
抗
の
抗
弁
・
コ
ス
ト
正
当
化
抗
弁
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
日
本
の
一
般

指
定
二
号
と
異
な
る
独
特
の
規
定
で
あ
る
為
、
審
決
・
判
例
の
分
析
は
行
わ
な

ぃ
。
代
わ
り
に
こ
の
場
で
、
仲
介
機
能
評
価
を
中
心
に
、
若
干
判
例
理
論
に
一
一
口

(
4
)
 

及
し
、
一
応
の
見
解
を
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

川

w
項
で
の
仲
介
機
能
処
理
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
但
書
き
の
解
釈
が
重
要
で

あ
る
。「:
:
:
た
だ
し
、

物
資
、

物
品
叉
は
商
品
の
販
売
又
は
購
入
に
関
述
し
て
、

か
か
る
取
引
の
相
手
方
又
は
当
該
取
引
の
当
事
者
の
代
理
人
、
代
表
者
、
取
引

の
当
事
者
の
た
め
若
し
く
は
そ
の
利
益
の
た
め
に
事
実
上
行
動
し
叉
は
直
接
若

し
く
は
間
接
に
そ
の
支
配
に
服
し
て
い
る
そ
の
代
行
者
で
あ
っ
て
、
報
酬
を
許

与
し
、
叉
は
支
払
う
者
以
外
の
者
に
対
し
て
提
供
さ
れ
た
役
務
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
」
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田
口
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。
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E
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宮
門
科
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但
書
き
は
、
現
実
に
為
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
報
酬
獲
得
は
認
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
共
同
購
入
組
織
の
主
張
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
た
。
共
同

組
織
は
事
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
使
用
せ
ず
に
売
手
と
直
接
取
引
を
行
っ
て
い
た
が
、
直

接
取
引
に
よ
る
仲
介
料
節
約
分
の
価
格
割
引
を
取
得
す
る
こ
と
が
帥
項
で
認
め

{
5
)
 

ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。

(

6

)

(

7

)

 

し
か
し
、
下
院
司
法
委
報
告
、
更
に
両
院
協
議
会
報
告
は
、
こ
の
趣
旨
と
は

異
な
っ
て
お
り
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
買
手
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
な
が
ら
売

機能割引に関する対価差別上の諸問題 (1)

手
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
買
手
側
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
本
来
的
機
能
に
反

す
る
と
し
て
、
こ
の
者
に
対
し
て
売
手
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
料
を
提
供
す
る
こ
と
は

違
法
で
あ
る
、
と
指
摘
し
た
。

後
の
判
例
の
主
流
は
、
こ
の
報
告
に
従
い
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
買
手
叉
は
買
手
側
ブ
ロ
ー
カ
ー
へ
の
仲
介
料
支
払
い
を
逮
法
と
し
て
き
(
8
)
 

た
。
売
手
に
事
実
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
与
え
た
こ
と
の
事
実
認
定
事
か
さ
れ
た
事
例

で
も
、
二
例
項
の
文
言
の
句
読
点
を
読
み
変
え
て
処
理
し
、
判
例
理
論
を
維
持

し
た
。
も
っ
と
も
、
二
例
項
判
例
は
、
へ
ン
リ
l
・
プ
ロ
ッ
グ
事
件
の
最
高
裁

(
9〉
(

叩

)

判
決
後
、
新
し
い
傾
向
が
現
わ
れ
、
動
揺
し
て
い
る
。

さ
て
、
晶
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
利
用
す
る
主
な
目
的
は
、
取
引
当
事
者
の
発
見
と
い

う
情
報
機
能
を
第
三
者
に
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
o

ブ
ロ
ー
カ
J
の
使
用
に

は
、
売
手
が
雇
っ
て
買
手
を
探
す
場
合
と
、
買
手
が
雇
っ
て
先
手
を
燥
す
場
合

(
日
)

と
が
考
え
ら
れ
る
。
売
手
が
雇
っ
た
場
合
、
売
手
は
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
仲
介
料
を

払
い
、
そ
の
コ
ス
ト
は
寅
手
へ
の
価
格
に
上
乗
せ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
買
手
側
が

ブ
ロ
ー
カ
ー
を
出
版
っ
た
場
合
、
買
手
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
仲
介
料
を
支
払
う
が
、

売
手
は
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
い
な
い
か
ら
買
手
へ
の
価
格
に
上
乗
せ
す
る
こ
と

は
し
な
い
。

こ
れ
が
一
応
、
仮
説
的
な
分
析
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

ζ

れ
に
合

致
す
れ
ば
、
経
済
的
差
別
は
存
在
し
な
い
。

購
買
力
に
関
係
す
る
問
題
、
が
生
じ
る
の
は
、
上
記
の
買
手
側
ブ
ロ
ー
カ
ー
に

対
し
て
、
売
手
が
価
格
へ
の
上
乗
せ
な
し
に
仲
介
料
を
支
払
う
場
合
で
あ
る
。

ま
た
、
買
手
が
自
ら
の
組
織
内
に
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
同
様
の
部
門
を
持
つ
場
合

も
、
こ
の
買
手
側
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
例
と
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

旧
二
条
下
で
放
置
さ
れ
て
い
た
問
題
視
す
べ
き
行
為
は
、
価
格
差
別
の
脱
法

行
為
と
し
て
の
仲
介
活
動
な
し
の
な
い
し
そ
れ
を
超
え
た
仲
介
料
取
得
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
規
制
対
象
は
、
仲
介
料
支
払
い
が
現
実
の
仲
介
機
能
遂
行
に

(ロ)

対
す
る
も
の
で
な
い
場
合
に
絞
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
、
仲
介

料
削
減
に
代
わ
る
価
格
割
引
の
場
合
に
は
、
二
例
項
但
書
き
を
通
じ
て
こ
う
し

た
機
能
遂
行
の
有
無
の
評
価
を
行
う
か
、
な
い
し
二
伸
項
の
問
題
と
し
て
そ
の

コ
ス
ト
正
当
化
に
仲
介
機
能
を
加
え
て
処
理
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
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考
え
ら
れ
よ
う
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
一
応
の
見
解
で
し
か
な
く
、
前
述
の
分
析
モ
デ
ル
の
妥
当

性
の
検
討
、
叉
、
中
小
事
業
者
と
大
規
模
商
と
の
競
争
へ
の
影
響
を
論
ず
る
こ

と
は
、
現
実
の
仲
介
活
動
の
詳
細
な
検
討
を
経
た
上
で
、
改
め
て
別
の
機
会
に

行
い
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。

〈

1
)

国
-
M
N
・
同
N
O喝
-
Z
0
・
M
M
∞
戸
三
H
r
n
D回
?
M
L
ω
叩
由
回
・
に
1
5
(忌
ω由)・

(

2

)

。
、
.
町
民
同
-
H
N
O当
0・MV-uuN・

(

3

)

』
1
F
R
・
-
v
S
ω
・

(

4

)

付
項
の
問
題
と
し
て
は
、
①
価
格
差
別
と
仲
介
料
に
代
わ
る
割
引
と
を

ど
う
区
別
す
る
か
、
③
購
入
者
に
支
配
さ
れ
て
い
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
か
否
か
、

③
自
ら
の
計
算
で
購
入
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
な
ど
が

あ
る
。

(

5

)

。、・
h

除
・
列
。
君
。
u
H
V
・
ω
ω
印
・

ハ
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)
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∞
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n
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と
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・
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H
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-
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∞
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)
・
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4
・
出
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ロ
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ω
g
n
r
h
w
わ
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・
8
u
d
・
ω
-
H
2
2
8
0
)
・

(叩

)
Eユ
巧
-
E
Eロ
2
・
九
回
見
。
F
2
2も
お
な
お
お
誌
、

5
5
3
N
仏
a
G

(
宮
虫
色
-
-
g
の
0
・
・

zs・n
F
H
0
・

(
日
)
同
-
H
N
・
初
4
-
Z
0
・
M
M
∞
叶
w
芯
p
n
o
H
H
F
、
日
仏
ω
0
2
・
5
3
由
ω
酌
)
・

(
ロ
)
土
井
前
掲
論
文
一
五
頁
。

第
六
節
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二
条

ω同
項

次
に
、
売
手
が
買
手
に
対
し
差
別
的
な
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
を
供
与
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
二

ω項
、
同
様
な
サ
ー
ビ
ス
・
便
益
の
供
与
を
禁
止
す
る
こ
例
項
を

検
討
す
る
。

二

ω項
「
通
商
に
従
事
す
る
者
が
製
造
し
、
販
売
し
、
又
は
販
売
申
込
し
た

製
品
若
し
く
は
物
ロ
聞
の
加
工
、
取
扱
い
販
売
若
し
く
は
販
売
申
込
に
関
連
し

て
、
自
己
の
顧
客
に
よ
っ
て
叉
は
そ
れ
を
通
し
て
提
供
さ
れ
た
役
務
若
し
く
は

便
益
の
報
酬
と
し
て
叉
は
そ
れ
を
考
慮
し
て
、
か
か
る
通
商
の
過
程
に
お
い

て
、
そ
の
顧
客
に
若
し
く
は
そ
の
者
の
利
益
の
た
め
に
な
ん
ら
か
の
価
値
あ
る

も
の
を
支
払
い
、
叉
は
そ
の
支
払
契
約
を
す
る
こ
と
は
、
か
か
る
支
払
若
し
く

は
考
慮
が
、
当
該
製
品
若
し
く
は
商
品
の
流
通
に
お
い
て
競
争
関
係
に
あ
る
他

の
す
べ
て
の
顧
客
に
、
比
例
的
に
公
平
に
同
等
の
条
件
で
与
え
ら
れ
な
い
限

り
、
こ
れ
を
違
法
と
す
る
。
」
(
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仲
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江
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山
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E
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宮
邑
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ロ
件

ω
C円

g
g自
主
主
2
・
)

二
例
項
「
何
人
も
、
加
工
し

X
は
加
工
せ
ず
に
再
販
売
す
る
た
め
に
商
品
を

購
入
し
た
者
に
つ
い
て
、
加
工
、
取
扱
い
、
販
売
又
は
販
売
申
込
に
関
連
す
る

役
務
叉
は
使
益
を
、
す
べ
て
の
購
入
者
に
与
え
ら
れ
る
比
例
的
に
同
じ
条
件
と

は
異
な
る
条
件
で
提
供
す
る
契
約
を
行
い
、
提
供
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
に

役
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
購
入
者
の
一
人
を
他
の
購
入
者
に
比
し
て
有
利

(1) 

に
差
別
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
違
法
と
す
る
。
」
(
吋
r
R
x
m
z
-
-
z
g己
担
者

E
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Oロ

】
UHO句
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江
戸
己
目
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2ロ
白
戸
件
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『

B
∞・)

F
T
C
の
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
調
査
報
告
に
お
い
て
、
大
規
模
買
手
の
販
売
商

の
サ
ー
ビ
ス
活
動
に
対
し
て
売
手
側
が
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
を
出
す
外
観
を
と
り
「
な

が
ら
、
現
実
に
サ
ー
ビ
ス
は
為
さ
れ
ず
結
果
的
に
商
品
の
品
質
、
購
入
量
、
販

売
コ
ス
ト
に
直
接
関
係
の
な
い
価
格
割
引
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
指
摘

(
1
)
 

さ
れ
て
い
た
o

法
案
の
起
草
者
は
、
更
に
チ
ェ
ー
ン
に
対
し
て
販
促
手
当
が
出
さ
れ
る
場

合
、
サ
ー
ビ
ス
が
現
実
に
為
さ
れ
た
と
し
て
も
チ
ェ
ー
ン
は
競
争
者
が
自
ら
コ

ス
ト
負
担
を
し
て
い
る
の
に
コ
ス
ト
負
担
な
し
の
広
一
一
告
な
ど
を
為
す
こ
と
に
な

(
2
)
 

る
故
に
、
独
立
商
は
競
争
侵
害
を
受
け
る
、
と
い
う
捉
え
方
を
し
た
。

こ
の
徹
底
的
な
規
制
方
針
が
原
法
案
で
成
文
化
さ
れ
、
若
干
の
修
正
を
例
項

の
追
加
を
経
て
成
立
し
た
。

ω項
は
、
売
手
が
買
手
に
対
し
て
、
買
手
が
購
入

商
品
の
再
販
売
に
つ
き
為
し
た
役
務
へ
の
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
供
与
を
、
買
手
を
と
競

争
関
係
に
あ
る
他
の
す
べ
て
の
翼
手
に
対
し
て
比
例
的
に
平
等
な
条
件
で
提
供

さ
れ
な
い
限
り
違
法
と
な
る
、
と
し
て
い
る
。
糾
項
は
、
売
手
が
自
ら
買
手
の

為
に
役
務
を
為
す
条
件
に
つ
い
て
同
様
に
規
定
し
て
い
る
。

下
院
可
法
委
報
告
は
、
法
案
が
非
難
対
象
と
し
た
売
手
と
貸
手
の
販
促
協
定

を
、
付
購
入
者
が
現
実
に
は
為
し
て
い
な
い
販
促
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ア
ロ
ウ

ア
ン
ス
供
与
、

ω現
実
に
為
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
は
る
か
に
趨
え
る
ア
ロ
ヴ
ア

ン
ス
供
与
、
白
現
実
に
為
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
へ
の
支
払
い
だ
が
支
払
い
を
受
け

北法33(2・131)429

て
い
な
い
購
入
者
に
比
し
て
事
実
上
販
促
コ
ス
ト
を
売
手
に
移
し
得
る
も
の
λ

と
ま
と
め
て
い
記
。
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本
条
項
に
は
、
競
争
侵
害
の
要
件
が
な
く
、
コ
ス
ト
正
当
化
の
抗
弁
も
認
め

{

4

}

 

ら
れ
な
い
。
(
し
か
し
判
例
で
、
競
争
対
抗
の
抗
弁
は
認
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
)

二
例
項
の
間
接
的
価
格
差
別
と
の
違
い
で
見
る
と
、
買
手
に
対
す
る
最
初
の

販
売
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
叉
は
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
が
二
例
項
の
対
象
で
あ

り
、
当
該
貿
手
に
よ
る
当
該
商
品
の
再
販
売
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
叉
は
ア

(
5
)
 

ロ
ウ
ア
ン
ス
の
提
供
が
二
仙
糾
項
の
対
象
と
な
る
。

本
来
、
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
政
策
は
機
能
割
引
政
策
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、

立
法
段
階
で
機
能
割
引
に
二
仙
項
を
適
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
も
思
わ

れ
な
い
o
F
T
C
も
機
能
割
引
に
関
係
の
あ
る
事
例
で
、
二

ω項
を
直
接
適
用

す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
二
川
別
項
但
書
き
を
、
二
例
項

違
反
に
対
す
る
抗
弁
と
し
て
利
用
で
き
る
と
す
る
見
解
が
法
運
用
の
過
程
で

登
場
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
二

ω項
が
機
能
割
引
問
題
を
論
ず
る
上
で
、
関
与

し
て
く
る
の
で
あ
る
。

法
律
上
の
論
点
は
、
ど
の
程
度
の
立
証
で
こ

ω項
但
書
き
が
立
証
で
き
る
と

す
る
か
、
に
あ
る
。

ま
た
、
法
評
価
の
上
で
は
、
何
故
ア
メ
リ
カ
で
二
仙
項
但
書
き
が
抗
弁
と
し

て
登
場
す
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
事
例
に
お
け
る
事
実
的
背
景
は
何
で
法
制
度

の
背
景
は
何
か
、
法
運
用
が
何
を
帰
結
し
て
い
る
か
、
ど
う
対
処
す
べ
き
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
が
問
題
と
な
る
。

(
二
仙
項
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
機
能
割
引
問
題
に
ほ
と
ん
ど
無
関
係

(
6
V
 

な
為
、
そ
の
後
の
法
運
用
を
こ
こ
で
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
@
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要
件
は
、
①
販
促
費
支
給
、
ま
た
は
販
促
活
動
の
提
供
が
玲
総
で
の
競
争
関

係
に
あ
る
顧
客
に
と
っ
て
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
、
②
そ
れ
が
総
て
の
競
争
関

係
に
あ
る
顧
客
に
対
し
て
比
例
的
平
等
条
件
に
お
い
て
提
供
さ
れ
℃
い
る
こ

と
、
で
あ
る
。

①
か
ら
、
利
用
可
能
性
を
通
知
す
る
こ
と
、
各
顧
客
が
何
ら
か
の
方
法
で
参

加
で
き
る
こ
と
を
保
証
す
る
選
択
的
な
販
売
促
進
援
助
計
画
を
推
進
せ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
②
の
比
例
的
平
等
に
つ
い
て
は
、
法
は
単
一
の
方
法
を

規
定
し
て
い
な
い
が
、
購
入
景
、
再
販
売
量
、
応
舗
量
、
庖
舗
面
積
、
広
告
鐙

ま
た
は
広
告
ス
ペ
ー
ス
の
大
き
さ
等
を
基
準
と
し
た
量
的
比
例
性
の
原
則
が
考

え
ら
れ
る
。

な
お
、
供
与
者
は
、
顧
客
が
所
期
の
目
的
通
り
に
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
を
用
い
て

い
る
か
調
査
の
義
務
が
あ
る
。
資
金
を
買
手
が
別
途
に
運
用
し
て
い
る
場
合
に

は
、
売
手
に
二
例
項
違
反
の
お
そ
れ
が
生
じ
る
。

本
項
は
、
買
手
の
ア
ロ
ウ
ア
ン
ス
供
与
の
強
制
行
為
に
対
し
て
は
、
及
ば
な

い
。
初
期
に
は
、
二
的
項
を
適
用
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
が
、
現
在
は
、
本
項

を
媒
介
に

F
T
C法
五
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〉
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松
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満
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購
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力
(
パ
イ
イ
ン
グ
パ
ワ

l
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の
濫
用
と
法
規
制
凶
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六
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一
九
八
一
)
五
三
|
五
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第
七
節

改
正
の
目
的

改
正
の
目
的
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

パ
ッ
ト
マ

γ
議
員
は
提
案
の
趣
旨
を
「
我
国
の
す
べ
て
の
独
立
商
人
に
大
規

機能割引に関する対価差別上の諸問題(1)

模
チ
ェ
l
γ
、
叉
は
大
規
模
企
業
が
受
け
る
の
と
同
じ
権
利
・
便
宜
・
機
会
を

与
え
よ
う
、

と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
ご
と

述
べ
て
い
る
o

法
案
は
、

N
I
R
A
期
の
規
約
に
よ
っ
て
独
立
商
の
得
た
相
対

的
に
有
利
な
規
定
を
ク
レ
イ
ト
ン
法
二
条
の
修
正
に
よ
っ
て
確
保
し
よ
う
、
と

(
1
}
 

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

下
院
司
法
委
報
告
は
、
事
業
機
会
の
対
等
の
復
興
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
強
化

で
あ
り
、
取
引
・
通
商
を
不
公
正
な
取
引
慣
行
と
違
法
な
価
格
差
別
、
取
引
制

限
、
独
占
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
、
労
働
者
、
独
立
製
造
業
者
、

(
2
)
 

商
人
、
そ
の
他
の
事
業
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

大
量
購
入
・
大
量
流
通
に
見
い
出
さ
れ
得
る
物
理
的
経
済
性
は
、
阻
害
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
非
効
率
事
業
者
に
報
償
を
与
え
る
こ
と
も
な
く
、
売
手
が
そ
の

節
減
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
を
一
部
分
な
い
し
総
て
、
取
引
す
る
相
手
に
対
し
て

供
与
す
る
自
由
を
阻
害
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
し
て
い
る
。
競
争
を
破
壊
し
、

取
引
を
制
限
し
、
独
占
を
形
成
す
る
不
公
正
な
取
引
慣
行
と
独
占
的
方
法
は
、

一
般
大
衆
の
利
益
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
、
と

(
3
)
 

の
見
解
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
セ
ラ
l
下
院
議
員
は
、
グ
レ
イ
ト

γ
法
修
正
の
偽
装
の
下
に
、
バ

ッ
ト
マ
ン
法
案
は
消
費
者
に
対
し
て
為
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
性
に
か
か
わ

り
な
く
二
つ
の
流
通
グ
ラ
ス
に
対
し
て
利
益
あ
る
営
業
を
確
実
に
す
る
為
に
、

意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
消
費
者
は
不
幸
に
し
て
一
般
的
に
組

織
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
独
立
商
は
自
ら
の
利
益
追
求
を
為
し
た
が
、
消
費
者
の

こ
と
は
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
泊
。

提
案
者
の
主
観
的
意
図
は
と
も
か
く
、
こ
の
法
案
は
審
議
過
程
で
チ
ェ
ー
ン

側
の
抵
抗
に
あ
っ
て
、
チ
ェ
ー
ン
側
に
有
利
と
な
る
修
正
を
重
ね
た
。
差
別
対

価
の
絶
対
的
禁
止
の
原
案
に
反
競
争
的
効
果
の
文
言
を
加
え
た
の
も
そ
の
例
で

あ
る
。
機
能
割
引
条
項
は
農
民
組
合
の
反
対
で
全
面
的
に
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ

た
が
、
少
な
く
も
、
法
の
明
確
な
規
定
と
し
て
伝
統
的
卸
商
を
保
護
す
る
試
み

は
失
敗
に
帰
し
、
運
用
の
問
題
に
移
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
の
法
は
、
チ
ェ
ー
ン
に
無
害
な
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な

く
、
む
し
ろ
、
製
造
側
が
コ
ス
ト
規
定
の
範
囲
内
で
、
チ
ェ
ー
ン
に
適
度
な
待
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遇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
製
造
側
に
有
利
な
帰
結
を
も
た

(
5
)
 

ら
し
た
、
と
の
評
価
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
立
法
者
意
図
は
不
明
瞭
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
中
か
ら
規

~t法33(2 ・ 134)432

制
当
局
・
裁
判
所
が
立
法
者
意
図
と
見
る
も
の
を
適
宜
選
択
し
て
行
く
こ
と
に

な
る
。
次
章
か
ら
は
、
本
章
で
提
起
し
た
視
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
正
法
運
用

(
6
)
 

の
具
体
的
分
析
に
進
も
う
。

(

1

)

前
掲
中
野
③
一
六
頁
。

(

2

)
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(

6

)

本
章
の
分
析
に
あ
た
り
、
直
接
引
用
し
た
文
献
の
他
、
門
潟
一
徳
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ロ
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五
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力
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イ
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グ
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l
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の
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」
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四
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〉
八
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以
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な

ど
も
参
照
し
た
。
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Functional Discounts under the Price 

Discrimination Law (1) 

-The injury at the customer levelー

お1inoruFUJITA* 

Introduction 

I. The object of the study 

II. The analysis of the original Clayton Act S 2. 
III. The legislative history and general survey of the Robinson-Patman 

Act (this issue) 

ホ * * * 
The legal problems of functional discounts under the price discrim-

ination law ano policy recommend呂tionon this prob!em are the main 

theme of this note. 

In chapter 1， policy implication of functional discount problems in 

Japanese distribution system is examined. The nature of functional 

discount and the types of price discrimination concerning functional 

discount are next analyzed. The legal issues of price discrimination in 

Anti-monopoly Act of Japan are aIso surveyed. 

Then， the economic concept and the economic e妊ectsof price dis-

crimination are analyzed. In this analysis， two policy alternatives are 

presented， one for economic efficiency and the other for the preservation 

of independent smaIl merchants. 

In chapter II， the backgrounds of functional discount problem are 

surveyed. These are the problems in American distribution system 

from 1900 to 1940 and a movement toward new legislation by inde-

pendent smaIl merchants group and mass manufactures. After this 

analysis， my recommendation to reconcile price discrimination regulation 

and resail price maintenance regulation is proposed. 

Then， the application of legislated Clayton Act S 2. by Federal 
Trade Commission and by courts is analyzed and appraised. The defects 

of the original Clayton Act S 2. are also made cIear. 

* LL. D. Candidate， University of Hokkaido 
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In chapter 111， the legislative history of the Robinson-Patman Act 

of 1936 (namely the amendment of Clayton Act S 2.) and the purpose 
of amendment are examined_ The legal and economic issues of its act 

are also suggested. 

(to be continued) 
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